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は　じ　め　に

ɉɲʍशܫʎϑح ´ श 1 ಏɪʨϑح ´ श 1³ ಏʝʆʍʊɩɰʪໍթၤ

ʍጇʱ᩻יɶɾʡʍʆɸɋ

ɉϑح ´ शͼʊכʩ૨ʂɾΟϗʎɊͭঞ՜҇ᜓ༔ᄔዒΟϗɫ ´ ϗɊ

фԠᆔ՜ЋᎩΝʊФʪɡʂɺʲΟϗɫ ¸ϗʆɶɾɋ

ɉ´ ϗʍͭঞ՜҇ᜓ༔ᄔዒΟϗʍɥʀɊϑحҮशʊᄔዒʅʍɡʂɾ

1 ϗʎɊϑح ´ श ´ ಏʊᄔዒʅʱָͬɶɊͼއ՜҇ى߆ϥʊӖʍᄔ

ዒʅɫʉɴʫʝɶɾɋʝɾɊϑح ³ शʊᄔዒʅʍɡʂɾ 1 ϗʎɊϑح ´

श 1± ಏʊͮحពʊʧʩᎹᏃɶɊϑح ´ शʊᄔዒʅʍɡʂɾ 1 ϗʎɊ

ϑح ´श 1± ಏʊכʩͬɱʨʫʝɶɾɋ

ɉфԠᆔ՜҇ᎩΝʊФʪɡʂɺʲΟϗʎɊ՜҇ϗʣᒶܬʍκФʊ

ɸʪӑࡄʱ؉ʟපɍʉΟϗʱכʩ૨ɣʝɶɾɋ

ɉϑح ´ शʎɊ¸± าʝʆʍࢂඋϥʍሯвୡᑝʱӑࡄʇɸʪฬᱝश

ᵱᒓᭃᄍࠪ࠳ຫʍఆᜓʣɊࠍʍԎᄉᇀাʍీಜʊɩɰʪ೯ᤈʉᓑҺϤඋ

ʍᎻʞʍՄឮጇʱӑࡄʇɸʪᓑҺ̍ςᠷϤඋຫʍฬʉʈɊ՜҇ຫԧ

ʱࣿʪթɬɫɡʩʝɶɾɋ

ɉɲɥɶɾͼɊ՜҇ى߆ϥʎɊ՜҇٨ᯌʱଂɧʪᇊʍˡ̎ːʊড়ɧʪ

ɾʠɊى߆ʊʧʪԎᇁϥʱ۔ͼ̍ᧂӑۨܕʆѻɸʪʇʇʡʊɊ՜

҇٨ᯌʗʍʱᱝʠɊᎩΝʍಠหʊʃʉɫʪʧɥɊ˧ˣ́࢘ʱ࠷

ఆɶɾʇɲʬʆɸɋಂʊɊంɾʉכʩᎻʞʇɶʅɊ̊ʷ̉˫ʿ̎̂ᄓो

˱̎˶ˈ̎˶ʊɩɰʪˀ̎̃˿˩ˎ˽̉ቌʊʧʪ؝ᇽʱᜓʂɾʚɪɊ

ϑح ´ श 1³ ಏͬఛɪʨʎঞى߆ϥʍጫɸʪኚԧ्ᏙʊʃɣʅɊ

ˀ̉˿ʺ̉ʊʧʪᄔ៰ʡᓧʊʉʩʝɶɾɋ

ɉρাʎɲɥɶɾכʩᎻʞʊʧʩ៖ᇽ्וʒԢУ৷ʍͫʱۑʪʇʇʡ

ʊɊᫎಜʊוʕంۿˉ̃ˠʼʺ́ˏ೮ᅖʍম᮰ጇʊʧʪ՜҇٨ᯌʣᭃ

ᄍথੳʍݼප֊Ɋ҇ɬఄᮉጇʱטరɶɾ՜҇ᎩΝʊʃɣʅɊӆ՜Ћͪ

ᒓථીʇɣɥၔ৷ʱᄉɪɶɊᆔᎩΝពʇɶʅͥ࢜ለ᫊ɶɊӆ

ฬɪʃ᥌ᥴʉពʊՖʠʅɣɬɾɣʇᒑɧʅɩʩʝɸɋ

ɉɲʍशܫɫɊಢᇊ՜҇ى߆ϥʊʃɣʅႾពʱ༈ʠʅɣɾɿɮʇʇʡʊɊ

՜ЋФᒓʱʎɷʠɊ՜҇٨ᯌʊʱࡉɺʨʫʅɣʪᆕපʍבᒑʇʉ

ʩɊʧʩʧɣ՜ЋФʍሯዒʍɾʠʍͥՕʇʉʫʏहɣʆɸɋ

ϑ ح µ श ´ ಏ

ࢋϥΟլى߆ഽᇊ՜҇ࢡ
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㞠⏝ᙧែのᴫἣ労働組ྜの組⧊≧ἣ

１ 㞠⏝ᙧែのᴫἣ

⥲ົ┬⤫ィᒁࡀᅄ༙ᮇࡿ࠸࡚ࡵࡲࡈປാຊㄪᰝヲ⣽㞟ィࠕࡢ௧㸱ᖺ

7㹼9᭶ᖹᆒࠖࠊࡿࡼṇつࡢປാ⪅ᩘ㸦⫋ဨ࣭ᚑᴗဨ㸧3,575ࡣேࠊ㠀ṇ

つࡢປാ⪅ᩘ㸦⫋ဨ࣭ᚑᴗဨ㸧2,060ࡣே࡛ࠊࡾ࠶ປാ⪅ᩘࡿࡅ࠾㠀ṇ

つࡢປാ⪅ᩘࡢྜ36.6ࡣ㸣ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞

㠀ṇつປാ⪅ࢺ࣮ࣃࠊࡕ࠺ࡢཬ1,457ࡣᩘࡢࢺࣂࣝࡧேࠊປാ⪅ὴ㐵

ᴗᡤࡢὴ㐵♫ဨ140ࡣேࠊዎ⣙♫ဨཬࡧკク387ࡣேࡢࡑࠊ76ே࡞

ࠋࡿ࠸࡚ࡗ

ᖺḟ㸪ᅄ༙ᮇ➼ ࢺ࣮ࣃ
ࣂࣝ
ࢺ

ᖹᡂ㸴ᖺ㸰᭶ 3,805 971 800 559 241 - 80 20

㸵ᖺ㸰᭶ࠉࠉ 3,779 1,001 825 563 262 - 79 21

㸶ᖺ㸰᭶ࠉࠉ 3,800 1,043 870 594 276 - 79 22

㸷ᖺ㸰᭶ࠉࠉ 3,812 1,152 945 638 307 - 77 23

��ᖺ㸰᭶ࠉࠉ 3,794 1,173 986 657 329 - 76 24

��ᖺ㸰᭶ࠉࠉ 3,688 1,225 1,024 686 338 - 75 25

��ᖺ㸰᭶ࠉࠉ 3,630 1,273 1,078 719 359 33 74 26

��ᖺ㸰᭶ࠉࠉ 3,640 1,360 1,152 769 382 45 73 27

��ᖺᖹᆒࠉࠉ 3,489 1,451 1,053 718 336 43 230 125 71 29
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ͤᖹᡂ��ᖺ௨๓ࠕࡣປാຊㄪᰝ≉ูㄪᰝࠖ�ᖹᡂ��ᖺ௨㝆ࠕࡣປാຊㄪᰝヲ⣽㞟ィࠖࡾࡼసᡂࠋ
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２ 労働組ྜの組⧊≧ἣ

  ௧3ᖺ6᭶30᪥⌧ᅾࡢᅜࡢປാ⤌ྜᩘ㸦ͤ㸯㸧48,239ࡣ⤌ྜ㸦๓ᖺ49,098

⤌ྜ㸧ࠊປാ⤌ྜဨᩘ㸦ͤ㸰㸧10,077,877ࡣே㸦๓ᖺ10,115,447ே㸧ࠊ᥎ᐃ⤌

ࠊῶᑡࡢྜ⤌859࡛ᩘྜ⤌ࡾࡼ๓ᖺࠊࡾ࠾࡚ࡗ࡞㸦๓ᖺ17.1%㸧%16.9ࡣ⋠⧊

⤌ྜဨᩘ࡛37,570ேࡢῶᑡࠊ᥎ィ⤌⧊⋡࡛0.2ࡢࢺ࣏ࣥῶᑡࠋࡓࡗ࡞㸦ཌ⏕

ປാ┬ㄪ㸧

┴ෆࡢປാ⤌ྜᩘ㸦ͤ㸯㸧294ࡣ⤌ྜ㸦๓ᖺ297⤌ྜ㸧ࠊປാ⤌ྜဨᩘ㸦ͤ㸰㸧4

1,236ே㸦๓ᖺ41,067ே㸧ࠊ᥎ᐃ⤌⧊⋡㸦ͤ㸱㸧11.1ࡣ㸣㸦๓ᖺ11.1㸣㸧ࡗ࡞

᥎ᐃࠊቑຍࡢဨᩘ࡛169ேྜ⤌ࠊῶᑡࡢྜ⤌3ࡣᩘྜ⤌࡚ࡋẚ㍑๓ᖺࠊࡾ࠾࡚

㸦ͤ㸲㸧ࠋࡓࡗ࡞್ྠ๓ᖺࡣ⋠⧊⤌

⏘ᴗูࠊࡿࡳປാ⤌ྜᩘ࡛ࡣ〇㐀ᴗ58ࡀ⤌ྜ㸦19.7㸣㸧࡛᭱ࡶከࠊࡃḟ

࡚ࡗ࡞㡰ࡢ㸦10.2㸣㸧ྜ⤌30ࡀ㐠㍺ᴗ࣭㒑౽ᴗࠊ㸦15.6㸣㸧ྜ⤌46ࡀබົ

ࠋࡿ࠸

ປാ⤌ྜဨᩘ࡛ࡣ〇㐀ᴗ10,076ࡀே㸦24.4㸣㸧࡛᭱ࡶከࠊࡃḟබົ7,41ࡀ

5ே㸦18.0㸣㸧ࠊᩍ⫱࣭Ꮫ⩦ᨭᴗ5,359ࡀே㸦13.0㸣㸧ࡢ㡰ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞

㸦┴⏘ᴗປാ㒊ປᨻ㞠⏝ㄢㄪ㸧㸦ͤ㸳㸧

ͤ㸯 ᅜཬࡧ┴ෆࡢປാ⤌ྜᩘࠊࡣ༢⤌⧊⤌ྜཬࡧ༢୍⤌⧊⤌ྜࡢୗ㒊⤌⧊࡛ࡿ࠶༢

ࡢࡶࡓࡋ㞟ィ࡚ࡋྜ⤌1ࢀࡒࢀࡑࢆྜ⤌ᢅ

࣭༢⤌⧊⤌ྜ㸸つ⣙ୖປാ⪅ࡀᙜヱ⤌⧊ಶேຍධࡿࡍᙧᘧࡢࡑࠊࡘࠊࡾࢆෆ㒊

ࠋ࠺࠸ࢆྜ⤌ປാ࠸࡞ࡓᣢࢆୗ㒊⤌⧊㸦ᨭ㒊➼㸧ࡿᚓ࠸⾜ࢆάືࡢ⮬⊃

࣭༢୍⤌⧊⤌ྜ㸸つ⣙ୖປാ⪅ࡀᙜヱ⤌⧊ಶேຍධࡿࡍᙧᘧࡢࡑࠊࡘࠊࡾࢆෆ㒊

ୗ㒊⤌⧊㸦ᨭ㒊➼㸧ࢆ᭷ࡿࡍປാ⤌ྜࠋ࠺࠸ࢆ

࣭༢ᢅ⤌ྜ㸸༢୍⤌⧊⤌ྜ᭱ࡢୗ㒊ࡢ⤌⧊㸦ᨭ㒊➼㸧ࠋ࠺࠸ࢆ

ͤ㸰 ᅜཬࡧ┴ෆࡢປാ⤌ྜဨᩘࠊࡣ༢⤌⧊⤌ྜཬࡧ༢୍⤌⧊⤌ྜࡢୗ㒊⤌⧊࡛ࡿ࠶༢

ᢅ⤌ྜࡢ⤌ྜဨᩘࠊ༢୍⤌⧊⤌ྜࡢᮏ㒊ཬࡧ㐃ྜᢅ⤌ྜ┤ᒓࡿࡍ⤌ྜဨᩘࢆ㞟ィࡋ

ࠋࡿࡍᏑᅾࡀဨྜ⤌ࡢᮏ㒊࠸࡞࠸࡚ࡋᒓ⧊⤌ୗ㒊ࠊࡣྜ⤌⧊⤌༢୍ࠋࡢࡶࡓ

ͤ㸱 ┴ෆࡢ᥎ᐃ⤌⧊⋡ࠊࡣປാ⤌ྜဨᩘࢆ᥎ᐃ㞠⏝⪅ᩘ࡛㝖ࠊࡾ࠶್࡛ᩘࡓࡋḟࡢ᪉ἲ

ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋฟ⟭ࡾࡼ

  ࣭ᖹᡂ26ᖺ⤒῭ࢫࢧࣥࢭᇶ♏ㄪᰝࡿࡼ┴ෆࡢ㞠⏝⪅ᩘ㸻349,674ே㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃ձ

  ࣭㞠⏝⪅ఙࡧ⋡㸻௧3ᖺ6᭶ࡢᅜࡢ㞠⏝⪅ᩘ¹ᖹᡂ26ᖺ6᭶ࡢᅜࡢ㞠⏝⪅ᩘ

         㸻59,800,000 ¹ 56,170,000 㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃ղ

  ࣭௧3ᖺᮏ┴ࡢ᥎ᐃ㞠⏝⪅ᩘ㸻ձ�ղ㸻372,272ே㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃ճ

  ࣭௧3ᖺ᥎ᐃ⤌⧊⋡㸻௧3ᖺປാ⤌ྜဨᩘ¹ճ�100㸻11.1%

ͤ㸲 ┴ෆࠕࡢປാ⤌ྜᩘࠖཬࠕࡧປാ⤌ྜဨᩘࠖࡢ㐣ཤࡢࡽ᥎⛣ࢆࢪ࣮࣌3ࡣ࡚࠸ࡘཧ↷

ͤ㸳 ┴ෆࡢ⏘ᴗูࠕࡢປാ⤌ྜᩘࠖཬࠕࡧປാ⤌ྜဨᩘࠖࡢෆヂࢆࢪ࣮࣌4ࡣ࡚࠸ࡘཧ↷

ᭃᄍথੳʍʇ՜҇ᎻʍᎻᐨၤ
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༊分 ᥎ᐃ

年次 ᣦ数 ᣦ数 ⤌⧊⋡

和35年 359 80.1 38㻘055 64.1 - - -

　　40年 365 81㻚5 48㻘728 82㻚1 - - -

45年 421 94㻚0 52㻘406 88㻚3 - - -

50年 494 110㻚3 55㻘333 93㻚2 - - -

55年 525 117㻚2 57㻘209 96㻚4 - - -

60年 499 111.4 59㻘410 100.1 - - -

ᖹᡂ2年 495 110㻚5 60㻘852 102㻚5 - - -

3年 497 110㻚9 61㻘343 103㻚3 - 2 491

4年 496 110㻚7 62㻘004 104㻚5 - 䕧 1 661

5年 497 110㻚9 62㻘508 105㻚3 - 1 504

6年 487 108㻚7 61㻘344 103㻚3 - 䕧 10 䕧 1㻘164

7年 485 108㻚3 62㻘096 104.6 - 䕧 2 752

8年 481 107㻚4 62㻘082 104.6 - 䕧 4 䕧 14

9年 479 106㻚9 61㻘958 104.4 - 䕧 2 䕧 124

10年 464 103㻚6 60㻘647 102㻚2 - 䕧 15 䕧 1㻘311

11年 458 102㻚2 59㻘136 99㻚6 - 䕧 6 䕧 1㻘511

12年 448 100.0 59㻘362 100.0 - 䕧 10 226

13年 446 99㻚6 57㻘912 97㻚6 - 䕧 2 䕧 1㻘450

14年 444 99㻚1 55㻘815 94㻚0 - 䕧 2 䕧 2㻘097

15年 438 97㻚8 54㻘835 92㻚4 - 䕧 6 䕧 980

16年 432 96㻚4 53㻘957 90㻚9 - 䕧 6 䕧 878

17年 405 90㻚4 53㻘586 90㻚3 - 䕧 27 䕧 371

18年 390 87㻚1 52㻘789 88㻚9 - 䕧 15 䕧 797

19年 381 85㻚0 52㻘337 88㻚2 - 䕧 9 䕧 452

20年 377 84㻚2 52㻘280 88.1 注㻔1㻕 15㻚5 䕧 4 䕧 57

21年 369 82㻚4 51㻘456 86㻚7 14.6 䕧 8 䕧 824

22年 361 80.6 50㻘840 85㻚6 14.4 䕧 8 䕧 616

23年 356 79㻚5 50㻘210 84.6 注㻔2㻕 14㻚1 䕧 5 䕧 630

24年 346 77㻚2 49㻘016 82㻚6 13㻚7 䕧 10 䕧 1㻘194

25年 337 75㻚2 47㻘542 80.1 13㻚2 䕧 9 䕧 1㻘474

26年 337 75㻚2 46㻘617 78㻚5 13㻚3 0 䕧 925

27年 334 74㻚6 46㻘017 77㻚5 13㻚0 䕧 3 䕧 600

28年 327 73㻚0 45㻘043 75㻚9 12㻚6 䕧 7 䕧 974

29年 324 72㻚3 43㻘760 73㻚7 12㻚0 䕧 3 䕧 1㻘283

30年 319 71㻚2 43㻘320 73㻚0 11㻚7 䕧 5 䕧 440

令和ඖ年 303 67㻚6 41㻘622 70㻚1 11.1 䕧 16 䕧 1㻘698

　　２年 297 66㻚3 41㻘067 69㻚2 11.1 䕧 6 䕧 555

　　３年 294 65㻚6 41㻘236 69㻚5 11.1 䕧 3 169

出䠖ᒣ┴䛂労働⤌ྜᇶ♏ㄪᰝ䛃

注㻔1㻕　᥎ᐃ⤌⧊⋡䜢᥎計䛩䜛㝿に用いてき䛯䛂事業ᡤ・企業⤫計ㄪᰝ䛃がᖹᡂ21年䜘䜚䛂経῭セ䞁

　　　䝃䝇・ᇶ♏ㄪᰝ䛃に⤫ྜ䛥䜜䛯䛯䜑、ᖹᡂ20年は䛂事業ᡤ・企業⤫計ㄪᰝ䛃、ᖹᡂ21年௨㝆は

　　　䛂経῭セ䞁䝃䝇・ᇶ♏ㄪᰝ䛃䜢用䛧、⟬出䛧てい䜛䚹

　　　　䛺䛚、䛂事業ᡤ・企業⤫計ㄪᰝ䛃䛸䛂経῭セ䞁䝃䝇・ᇶ♏ㄪᰝ䛃のㄪᰝ⤖ᯝはᕪ␗が生䛨てい

　　　䜛が䡠総務┬では、ㄪᰝ手ἲが␗䛺䜛䛣䛸䛛ら、ㄪᰝ⤖ᯝのᕪ␗が全て増ຍ・減ᑡ䜢♧䛩䜒の

　　　では䛺い䛸䛧てい䜛䚹
注㻔2㻕　ᖹᡂ23年の᥎ᐃ⤌⧊⋡は、ᖹᡂ24年4月に総務┬⤫計ᒁ䛛らබ⾲䛥䜜䛯䛂労働ຊㄪᰝに
　　　 䛚䛡䜛ᮾ日ᮏ㟈⅏にక䛖⿵᥎計䛃のᖹᡂ23年6月分の᥎計್䜢用いて計⟬䛧䛯್で䛒
　     　䜛䚹　　

┴内の労働⤌ྜ数ཬ䜃労働⤌ྜဨ数の᥎⛣

ᣦ数䠖ᖹᡂ１２年䠙１䠌䠌

⤌ ྜ 数 ⤌ ྜ ဨ 数 ᑐ ๓ 年 増 減

⤌ྜ数 ⤌ྜဨ数

ᭃᄍথੳʍʇ՜҇ᎻʍᎻᐨၤ
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⤌　ྜ　数 令和3年6月30日現在

⏘　業

〇㐀業 58 19㻚7㻑

බ務 46 15㻚6㻑

㐠㍺業、㒑౽業 30 10㻚2㻑

Ꮫ⾡◊✲、ᑓ㛛・ᢏ⾡䝃䞊䝡䝇業・生ά関㐃
䝃䞊䝡䝇業、ፗᴦ業・」ྜ䝃䞊䝡䝇事業・䝃䞊䝡
䝇業（他に分㢮䛥䜜䛺い䜒の）

29 9㻚9㻑

༺業、ᑠ業 28 9㻚5㻑

ᩍ育、Ꮫ⩦ᨭ業 25 8㻚5㻑

་⒪、福♴ 24 8㻚2㻑

金⼥、保険業・ື⏘業、≀ရ賃㈚業 20 6㻚8㻑

ᘓタ業 12 4㻚1㻑

ሗ㏻ಙ業 7 2㻚4㻑

㟁Ẽ・䜺䝇・⇕౪給・Ỉ㐨業 6 2㻚0㻑

ᐟἩ業、㣧㣗䝃䞊䝡䝇業 4 1㻚4㻑

㎰業・ᯘ業・⁺業 3 1㻚0㻑

㖔業、᥇▼業、◁利᥇ྲྀ業 1 0㻚3㻑

分㢮⬟の⏘業 1 0㻚3㻑

ྜ計 294 100㻚0㻑

⤌　ྜ　ဨ　数

⏘　業

〇㐀業 10㻘076 24㻚4㻑

බ務 7㻘415 18㻚0㻑

ᩍ育、Ꮫ⩦ᨭ業 5㻘359 13㻚0㻑

༺業、ᑠ業 3㻘701 9㻚0㻑

金⼥、保険業・ື⏘業、≀ရ賃㈚業 3㻘656 8㻚9㻑

་⒪、福♴ 3㻘027 7㻚3㻑

Ꮫ⾡◊✲、ᑓ㛛・ᢏ⾡䝃䞊䝡䝇業・生ά関㐃
䝃䞊䝡䝇業、ፗᴦ業・」ྜ䝃䞊䝡䝇事業・䝃䞊䝡
䝇業（他に分㢮䛥䜜䛺い䜒の）

2㻘322 5㻚6㻑

ᘓタ業 2㻘109 5㻚1㻑

㐠㍺業、㒑౽業 1㻘761 4㻚3㻑

㟁Ẽ・䜺䝇・⇕౪給・Ỉ㐨業 803 1㻚9㻑

ሗ㏻ಙ業 792 1㻚9㻑

ᐟἩ業、㣧㣗䝃䞊䝡䝇業 128 0㻚3㻑

㎰業・ᯘ業・⁺業 44 0㻚1㻑

㖔業、᥇▼業、◁利᥇ྲྀ業 26 0㻚1㻑

分㢮⬟の⏘業 17 0㻚1㻑

ྜ計 41㻘236 100㻚0㻑

䈜　ᵓᡂẚは、ᑠ数Ⅼ௨ୗ➨2䜢➃数処⌮䛧てい䜛䛯䜑、ྜ計は

　ᚲ䛪䛧䜒100䛸は䛺ら䛺い䚹
出䠖ᒣ┴䛂労働⤌ྜᇶ♏ㄪᰝ䛃

⤌ྜ数 ᵓᡂẚ㻔㻑㻕

⤌ྜဨ数 ᵓᡂẚ㻔㻑㻕

┴内の⏘業ู労働⤌ྜ数ཬ䜃労働⤌ྜဨ数の≧ἣ

ᭃᄍথੳʍʇ՜҇ᎻʍᎻᐨၤ
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第１章 労働委員会のᴫせ

第１⠇ 組  ⧊  ➼

１ 労働委員会

ປാጤဨࠊࡣ୰❧࣭බṇ࡞❧ሙ࡛ປ㛫ࡢ⣮தゎỴࢆᅗࠊࡵࡓࡿᆅ᪉⮬

ἲཬࡧປാ⤌ྜἲᇶ࡙┴࡚࠸タ⨨ࡓࢀࡉ⾜ᨻᶵ㛵࡛ࠊࡾ࠶ປാጤဨࡢጤ

ဨࠊࡣබ┈ࢆ௦⾲ࡿࡍ⪅㸦බ┈ጤဨ㸧ࠊປാ⪅ࢆ௦⾲ࡿࡍ⪅㸦ປാ⪅ጤဨ㸧ཬ

ィࡢ㸦⏝⪅ጤဨ㸧ྛഃ㸳ྡ⪅ࡿࡍ⾲௦ࢆ⪅⏝ࡧ 15 ྡ࡛ᵓᡂࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ

බ┈ጤဨࡣ⏝⪅ጤဨཬࡧປാ⪅ጤဨྠࡢពࢆᚓ࡚ࠊ▱ࡀ௵ࠊࡓࡲࠋࡿࡍ

ປാ⪅ጤဨࡣປാ⤌ྜࠊ⏝⪅ጤဨࡣ⏝⪅ᅋయࡢ᥎⸀ᇶ࡙ࠊࡁ▱ࡀ௵

ࡣᮇ௵ࠋࡿࡍ 2 ᖺ࡛ࠊࡾ࠶௵ࢆጉࠋ࠸࡞ࡆ

２ 委員

➨ 44 ᮇጤဨࡣ௧㸱ᖺ㸵᭶㸯᪥௵ࠊࢀࡉ௵ᮇࡣ௧㸳ᖺ㸴᭶ 30 ᪥࡛ࡲ

ࠋࡿ࠶࡛
➨㸲㸲ᮇᒣ┴ປാጤဨጤဨྡ⡙

⌮㛗௦ۑ  㛗۔                         

Ặྡࠉࠉ ⫋ᴗ࣭ᙺ⫋ ഛ⪃

ṇẎࠉᑠ㔝۔ ᘚㆤኈ ௵

�ᑑேࠉᇼෆۑ ᘚㆤኈ ௵

ᖾỤࠉ㉥ụࠉ ≉ᐃ♫ಖ㝤ປົኈ ௵

ஓဴࠉ⏣❑ࠉ බㄆィኈ ௵

㞞௦ࠉ⸩㰻ࠉ ᒣᏛ㝔Ꮫᩍᤵ ௵

Ύࠉ⏣❑ࠉ 㐃ྜᒣ㛗 ௵

⌶㑻ࠉᮌࠎబࠉ 㹓㸿ࣥࢭࣥࢮᒣ┴ᨭ㒊㛗 ᪂௵

Ꮥ୍ࠉᮡཎࠉ 㹒㹂㹉ປാ⤌ྜ⏥ᗓᨭ㒊㛗 ௵

ⱱࠉᆤࠉ 㹌㹒㹒ປാ⤌ྜᮾி⥲ᨭ㒊ᒣ┴ᇦศᨭ㒊㛗 ௵

୕❲ࠉᐑୗࠉ ᐩኈᛴ⾜ປാ⤌ྜᇳ⾜ጤဨ㛗 ௵

㶾ࠉᑠᯘࠉ ᒣ┴⤒Ⴀ⪅༠ཧ ௵

ຮࠉ⏣ᾆࠉ ᾆ⏣ຮ⛯⌮ኈົᡤ௦⾲ ᪂௵

ᶞ┤ࠉᰩᒣࠉ �ᰴ�ᰩᒣၟᗑ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗 ௵

ṇᙪࠉ㛗ᆏࠉ �ᰴ�࣮࣡ࢩ࣭࣮ࢩ࣭௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗 ௵

ᙪဴࠉᒇྂࠉ �බ㈈㸧⏘ᴗ㞠⏝Ᏻᐃ࣮ࢱࣥࢭᒣົᡤᡤ㛗 ௵

௧�ᖺ�᭶�᪥⌧ᅾ

බ

┈

ጤ

ဨ

ປ

ാ

⪅

ጤ

ဨ



⏝

⪅

ጤ

ဨ
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３ ⪅⿵員ೃࢇせࡗ࠶

ປാጤဨࠊࡣປാத㆟ࡢබṇ࡞ㄪᩚࢆᅗࠊࡵࡓࡿປാ㛵ಀㄪᩚἲ➨ 10 ᮲ࡢ

ᐃࢇࡏࡗ࠶ࠕࡾࡼࡵဨೃ⿵⪅ࠖࢆጤკࡢࡑࠊࡋೃ⿵⪅ྡ⡙ࢆഛࠊ࠼㛵ಀᙜ

࠺ࡼࡋࢆࢇࡏࡗ࠶ࡢປാத㆟ࡀປാጤဨ࡚࠸ᇶ࡙ᶒ⫋ࡣㄳཪ⏦ࡢࡽ⪅

ࢇࡏࡗ࠶࡚ࡋᣦྡࡀ㛗ࡽ୰ࡢ⪅ࡿ࠸࡚ࢀࡉグ㍕⡙ྡࡢࡑࠊࡣࡁࡿࡍ

ᙜࠊࡋࡔࡓࠋࡿࡏࡽࡓປാጤဨྠࡢពࢇࡏࡗ࠶ࡤࢀ࠶ࡀဨೃ⿵⪅ྡ⡙グ㍕

ࢇࡏࡗ࠶ࠊ࠾࡞ࠋࡿࡁ࡛ࡶࡇࡿࡍጤკဨࢇࡏࡗ࠶⮫ࢆ⪅࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ

ဨೃ⿵⪅ࡣ⌧ጤဨࠊࡢົᒁ⫋ဨࡢ୰ࡶࡽጤკࠋࡿ࠸࡚ࡋ

ဨೃ⿵⪅ྡ⡙ࢇࡏࡗ࠶

Ặྡࠉࠉ ᙺࠉࠉࠉࠉࠉ⫋ ጤკᖺ᭶᪥

�ᑠ㔝ࠉṇẎ ᒣ┴ປാጤဨබ┈ጤဨ ᖹ��������

�ᇼෆࠉᑑே ᒣ┴ປാጤဨබ┈ጤဨ ௧��������

�㉥ụࠉᖾỤ ᒣ┴ປാጤဨබ┈ጤဨ ᖹ��������

ஓဴࠉ⏣❑� ᒣ┴ປാጤဨබ┈ጤဨ ௧��������

�㰻⸨ࠉ㞞௦ ᒣ┴ປാጤဨබ┈ጤဨ ᖹ��������

Ύࠉ⏣❑� ᒣ┴ປാጤဨປാ⪅ጤဨ ᖹ��������

�బࠎᮌࠉ⌶㑻 ᒣ┴ປാጤဨປാ⪅ጤဨ ௧��������

�ᮡཎࠉᏕ୍ ᒣ┴ປാጤဨປാ⪅ጤဨ ௧��������

�ᆤࠉⱱࠉ ᒣ┴ປാጤဨປാ⪅ጤဨ ᖹ��������

�ᐑୗࠉ❳୕ ᒣ┴ປാጤဨປാ⪅ጤဨ ௧��������

�ᑠᯘࠉ㶾 ᒣ┴ປാጤဨ⏝⪅ጤဨ ᖹ��������

�ᾆ⏣ࠉຮ ᒣ┴ປാጤဨ⏝⪅ጤဨ ௧��������

�ᰩᒣࠉ┤ᶞ ᒣ┴ປാጤဨ⏝⪅ጤဨ ᖹ��������

�㛗ᆏࠉṇᙪ ᒣ┴ປാጤဨ⏝⪅ጤဨ ᖹ��������

�ྂᒇဴࠉᙪ ᒣ┴ປാጤဨ⏝⪅ጤဨ ᖹ��������

�Ώ㎶ࠉ┿ኴ㑻 ᒣ┴ປാጤဨົᒁ㛗 ௧��������

ᜨᏊࠉ⃝῝� ᒣ┴ປാጤဨົᒁḟ㛗 ௧��������

�ỈୖࠉὈᙪ ᒣ┴ປാጤဨົᒁᑂᰝㄪᩚᣦᑟ┘ ௧��������

௧�ᖺ�᭶�᪥⌧ᅾ
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４ 事務局

ປാጤဨ㛵ࡿࡍົࡵࡓ࠺⾜ࢆົᒁࠊࡁ⨨ࢆ▱ࡀ㛗ྠࡢពࢆᚓ

ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉࡇࡿࡍ௵ࢆဨ⫋ࠊࡵᐃࢆ⧊⤌ࡢࡑ࡚

ᙜጤဨࡢົᒁࠊࡣ⧊⤌ࡢᖹᡂ 16 ᖺ㸲᭶ࠊࡽ⥲ົᢸᙜᑂᰝㄪᩚᢸᙜࡀ

ࠋࡿ࠶㸵ྡ࡛ࡣဨᩘ⫋ࡿࡅ࠾௧㸱ᖺᗘࠊࡾ࡞ᑂᰝᢸᙜົ⥲ࠊࢀࡉྜ⤫

[⤌⧊ᅗ㸦௧㸱ᖺᗘ㸧]
                                   
ົᒁ㛗 ḟ㛗 ḟ㛗⿵బ ⥲ົᑂᰝ

   㸦ᑂᰝㄪᩚᣦᑟ┘ົྲྀᢅ㸧      ᢸᙜ(4ྡ�

ᑂᰝㄪᩚᣦᑟ┘

第２⠇ 㐠  Ⴀ

１ 労働委員会の職務ᶒ㝈

ປാጤဨࡢ⫋ົᶒ㝈ࡣປാ⤌ྜἲ㸦ປ⤌ἲ㸧ࠊປാ㛵ಀㄪᩚἲ㸦ປㄪἲ㸧

ཬࡧᆅ᪉බႠᴗ➼ࡢປാ㛵ಀ㛵ࡿࡍἲᚊ㸦ᆅබປἲ㸧➼つᐃࡿ࠸࡚ࢀࡉ

ࠋࡿ࠶࡛ࡾ࠾ࡢḟࡣࡢࡶ࡞ࡢࡑࠊࡀ

��� ປാ⤌ྜࡢ㈨᱁ᑂᰝཬࡧỴᐃ㸦ປ⤌ἲ➨ 5 ᮲➨ 1 㡯ࠊ➨ 11 ᮲㸧

��� ປാ༠⣙ࡢᣑᙇ㐺⏝ࡢỴ㆟㸦ປ⤌ἲ➨ 18 ᮲㸧

��� ᙜປാ⾜Ⅽᩆ῭⏦❧௳ࡢᑂᰝཬุࡧᐃ㸦ປ⤌ἲ➨ �� ᮲㸧

���� බ┈ᴗࡿࡅ࠾த㆟⾜Ⅽண࿌㐪ᑐࡿࡍฎ⨩ㄳồ㸦ປㄪἲ➨ 42 ᮲㸧

��� ᆅ᪉බႠᴗ➼ࡢ⏝⪅ࡢ┈௦⾲⪅ࡢ⠊ᅖಀࡿㄆᐃཬࡧ࿌♧㸦ᆅබປ

ἲ➨ 5 ᮲➨ 2 㡯㸧

��� බ┈ᴗࡿࡅ࠾த㆟⾜Ⅽண࿌㏻▱ཷࡢ⌮㸦ປㄪἲ➨ �� ᮲㸧

���� த㆟⾜ⅭⓎ⏕ᒆཷࡢ⌮㸦ປㄪἲ➨ � ᮲㸧

���� ປാத㆟ࡢㄪᩚ㸦ປ⤌ἲ➨ 20 ᮲ࠊປㄪἲ➨ 30ࠊ18ࠊ12 ᮲㸧

���� බඹ⫋ᴗᏳᐃᡤᑐࡿࡍத㆟≧ែ㛵ࡿࡍ㏻ሗ㸦⫋ᴗᏳᐃἲ➨ 20 ᮲ࠊປ

ാ⪅ὴ㐵ᴗࡢ㐺ṇ࡞㐠Ⴀࡢ☜ಖཬࡧὴ㐵ປാ⪅ࡢᑵᴗ᮲௳ᩚࡢഛ➼㛵

ἲᚊࡿࡍ ➨ 24 ᮲㸧

(10� ಶูⓗປ⣮தಀࢇࡏࡗ࠶ࡿ㸦ಶูປാ㛵ಀ⣮தࡢゎỴಁࡢ㐍㛵ࡿࡍ

ἲᚊ ➨ 20 ᮲➨ 1 㡯ࠊ▱ࡢࡽጤ௵㸧

    

  ௨ୖࠊࡕ࠺ࡢ����������ࡢ��ᶒ㝈ࡣබ┈ጤဨࡳࡢᒓࠋࡿ࠸࡚ࡋ

➨㸯❶
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３ ⪅⿵員ೃࢇせࡗ࠶

ປാጤဨࠊࡣປാத㆟ࡢබṇ࡞ㄪᩚࢆᅗࠊࡵࡓࡿປാ㛵ಀㄪᩚἲ➨ 10 ᮲ࡢ

ᐃࢇࡏࡗ࠶ࠕࡾࡼࡵဨೃ⿵⪅ࠖࢆጤკࡢࡑࠊࡋೃ⿵⪅ྡ⡙ࢆഛࠊ࠼㛵ಀᙜ

࠺ࡼࡋࢆࢇࡏࡗ࠶ࡢປാத㆟ࡀປാጤဨ࡚࠸ᇶ࡙ᶒ⫋ࡣㄳཪ⏦ࡢࡽ⪅

ࢇࡏࡗ࠶࡚ࡋᣦྡࡀ㛗ࡽ୰ࡢ⪅ࡿ࠸࡚ࢀࡉグ㍕⡙ྡࡢࡑࠊࡣࡁࡿࡍ

ᙜࠊࡋࡔࡓࠋࡿࡏࡽࡓປാጤဨྠࡢពࢇࡏࡗ࠶ࡤࢀ࠶ࡀဨೃ⿵⪅ྡ⡙グ㍕

ࢇࡏࡗ࠶ࠊ࠾࡞ࠋࡿࡁ࡛ࡶࡇࡿࡍጤკဨࢇࡏࡗ࠶⮫ࢆ⪅࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ

ဨೃ⿵⪅ࡣ⌧ጤဨࠊࡢົᒁ⫋ဨࡢ୰ࡶࡽጤკࠋࡿ࠸࡚ࡋ

ဨೃ⿵⪅ྡ⡙ࢇࡏࡗ࠶

Ặྡࠉࠉ ᙺࠉࠉࠉࠉࠉ⫋ ጤკᖺ᭶᪥

�ᑠ㔝ࠉṇẎ ᒣ┴ປാጤဨබ┈ጤဨ ᖹ��������

�ᇼෆࠉᑑே ᒣ┴ປാጤဨබ┈ጤဨ ௧��������

�㉥ụࠉᖾỤ ᒣ┴ປാጤဨබ┈ጤဨ ᖹ��������

ஓဴࠉ⏣❑� ᒣ┴ປാጤဨබ┈ጤဨ ௧��������

�㰻⸨ࠉ㞞௦ ᒣ┴ປാጤဨබ┈ጤဨ ᖹ��������

Ύࠉ⏣❑� ᒣ┴ປാጤဨປാ⪅ጤဨ ᖹ��������

�బࠎᮌࠉ⌶㑻 ᒣ┴ປാጤဨປാ⪅ጤဨ ௧��������

�ᮡཎࠉᏕ୍ ᒣ┴ປാጤဨປാ⪅ጤဨ ௧��������

�ᆤࠉⱱࠉ ᒣ┴ປാጤဨປാ⪅ጤဨ ᖹ��������

�ᐑୗࠉ❳୕ ᒣ┴ປാጤဨປാ⪅ጤဨ ௧��������

�ᑠᯘࠉ㶾 ᒣ┴ປാጤဨ⏝⪅ጤဨ ᖹ��������

�ᾆ⏣ࠉຮ ᒣ┴ປാጤဨ⏝⪅ጤဨ ௧��������

�ᰩᒣࠉ┤ᶞ ᒣ┴ປാጤဨ⏝⪅ጤဨ ᖹ��������

�㛗ᆏࠉṇᙪ ᒣ┴ປാጤဨ⏝⪅ጤဨ ᖹ��������

�ྂᒇဴࠉᙪ ᒣ┴ປാጤဨ⏝⪅ጤဨ ᖹ��������

�Ώ㎶ࠉ┿ኴ㑻 ᒣ┴ປാጤဨົᒁ㛗 ௧��������

ᜨᏊࠉ⃝῝� ᒣ┴ປാጤဨົᒁḟ㛗 ௧��������

�ỈୖࠉὈᙪ ᒣ┴ປാጤဨົᒁᑂᰝㄪᩚᣦᑟ┘ ௧��������

௧�ᖺ�᭶�᪥⌧ᅾ

第 1章
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２ 会㆟・◊ಟ

ປാጤဨࡢ㐠Ⴀྜࡣ㆟ไࡢཎ๎࡚ࡍࡽ㆟ࢆ㏻ࠋࡿࢀࢃ⾜࡚ࡌ୰ᚰ

㛤ദ࡛ࡳࡢබ┈ጤဨࠊ⥲ࡿࢀࡉ㛤ദ࡚ࡗࡼጤဨဨࡢᵓᡂ⪅୕ࡣ㆟ࡿ࡞

ປാጤဨ┦ྛࠊබ┈ጤဨ㆟ࡿࡍ⌮ฎࢆၥ㢟࡚ࡗࡼ⥆ἲⓗᡭྖ‽ࠊࢀࡉ

㛫ࡢ㐃⤡ࢆᐦ࡚ࡋົฎ⌮࡚࠸ࡘᚲせ୍⤫࡞ㄪᩚࢆᅗࡵࡓࡿ㛤ദࢀࡉ

ࠋࡿ࠶ࡀ㐃⤡㆟ࡧ㐃⤡༠㆟ཬࡿ

ᅗࢆୖྥࡢᴗົฎ⌮⬟ຊࡧᚓཬ⩦ࡢᑓ㛛ⓗ▱㆑ࡢົᒁ⫋ဨࡧጤဨཬࠊࡓࡲ

ົᒁ⫋ဨࡧጤဨཬಟ◊ࡢእ㒊ࠊࡶࡿࡍᐇࢆಟ◊ᐃᮇⓗࠊࡵࡓࡿ

ࡿ࠶ࡶࡢࡶࡢෆᐜࡿಟ◊ࡣᐇ㉁ⓗࡣ㆟ࠊ࠾࡞㸦ࠋࡿ࠸࡚ࡋὴ㐵ࢆ

㸧ࠋࡿ࠸࡚ࡋศ㢮ࢆಟ◊㆟ࡾࡼ⛠ྡࡣ࡛❶㸰➨ࠊࡀ

第 1章
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第２章 会㆟・◊ಟ

第１⠇ ⥲  会

⥲ࡣປാጤဨつ๎ࡢᐃࡾࡼࢁࡇࡿࡵẖ᭶ᐃᮇⓗ㛤ദࠊࡿࢀࡉ

ᚲせᛂ࡚ࡌ⮫㛤ദࠋࡿࢀࡉ⥲࡛ࡣປാጤဨつ๎➨ 5᮲➨ 1㡯つᐃ

⥲ࠊ௰ጤဨࠊㄪጤဨࠊබ┈ጤဨ㆟ࠊࡿࡍᑂ㆟Ỵᐃࢆ㡯ࡓࢀࡉ

ࡢỴ㆟࡚ࡗࡼタ⨨ࡿࢀࡉᑠጤဨཬࢇࡏࡗ࠶ࡧဨࡢࡽሗ࿌࠸࡚ࡅཷࢆ

ࠋࡿ

௧㸱ᖺ୰ࡣ➨ 1084 ᅇࡽ➨ 1096 ᅇ࡛ࡲ 13 ᅇ㛤ദࠋࡓࢀࡉෆᐜ࡚࠸ࡘ

ࠋࡿ࠶࡛ࡾ࠾ࡢ௨ୗࠊࡣ

㛤ദ

ᅇᩘ

㛤ദ

ᖺ᭶᪥

ฟᖍጤဨ
㆟㡯

බ┈ ປാ ⏝

1084 R3.

1.27

ᑠ㔝

ᇼෆ

㉥ụ

❑⏣

ⴗཎ

❑⏣

ᮡཎ

ᆤ

ᐑୗ

ᑠᯘ

ᑠಛ

ᰩᒣ

㛗ᆏ

ྂᒇ

㸯 ➨ 1083 ᅇᐃ⥲㆟㘓࡚࠸ࡘ

㸰 ௧ඖᖺ()➨㸯ྕᙜປാ⾜Ⅽ

࡚࠸ࡘ௳

㸱 ௧㸰ᖺ()➨㸯ྕᙜປാ⾜Ⅽ

࡚࠸ࡘ௳

㸲 ➼ሗ࿌㡯ࡢࡢࡑ

1085 R3.

2.24

ᑠ㔝

ᇼෆ

㉥ụ

❑⏣

㰻⸨

ⴗཎ

❑⏣

ᮡཎ

ᆤ

ᐑୗ

ᑠᯘ

ᑠಛ

ᰩᒣ

㛗ᆏ

ྂᒇ

㸯 ௧㸱ᖺᗘᒣ┴ປാጤဨάᛶ

࡚࠸ࡘᐃ⟇ࡢ⏬ィື⾜ࡢࡵࡓࡢ

㸰 ➨ 1084 ᅇᐃ⥲㆟㘓࡚࠸ࡘ

㸱 ௧ඖᖺ()➨㸯ྕᙜປാ⾜Ⅽ

࡚࠸ࡘ௳

㸲 ௧㸰ᖺ()➨㸯ྕᙜປാ⾜Ⅽ

࡚࠸ࡘ௳

㸳 ௧㸱ᖺ㸦ಶ㸧➨㸯ྕࢇࡏࡗ࠶௳

࡚࠸ࡘ

㸴 ➼ሗ࿌㡯ࡢࡢࡑ

➨㸰❶
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第２章 会㆟・◊ಟ

第１⠇ ⥲  会

⥲ࡣປാጤဨつ๎ࡢᐃࡾࡼࢁࡇࡿࡵẖ᭶ᐃᮇⓗ㛤ദࠊࡿࢀࡉ

ᚲせᛂ࡚ࡌ⮫㛤ദࠋࡿࢀࡉ⥲࡛ࡣປാጤဨつ๎➨ 5᮲➨ 1㡯つᐃ

⥲ࠊ௰ጤဨࠊㄪጤဨࠊබ┈ጤဨ㆟ࠊࡿࡍᑂ㆟Ỵᐃࢆ㡯ࡓࢀࡉ

ࡢỴ㆟࡚ࡗࡼタ⨨ࡿࢀࡉᑠጤဨཬࢇࡏࡗ࠶ࡧဨࡢࡽሗ࿌࠸࡚ࡅཷࢆ

ࠋࡿ

௧㸱ᖺ୰ࡣ➨ 1084 ᅇࡽ➨ 1096 ᅇ࡛ࡲ 13 ᅇ㛤ദࠋࡓࢀࡉෆᐜ࡚࠸ࡘ

ࠋࡿ࠶࡛ࡾ࠾ࡢ௨ୗࠊࡣ

㛤ദ

ᅇᩘ

㛤ദ

ᖺ᭶᪥

ฟᖍጤဨ
㆟㡯

බ┈ ປാ ⏝

1084 R3.

1.27

ᑠ㔝

ᇼෆ

㉥ụ

❑⏣

ⴗཎ

❑⏣

ᮡཎ

ᆤ

ᐑୗ

ᑠᯘ

ᑠಛ

ᰩᒣ

㛗ᆏ

ྂᒇ

㸯 ➨ 1083 ᅇᐃ⥲㆟㘓࡚࠸ࡘ

㸰 ௧ඖᖺ()➨㸯ྕᙜປാ⾜Ⅽ

࡚࠸ࡘ௳

㸱 ௧㸰ᖺ()➨㸯ྕᙜປാ⾜Ⅽ

࡚࠸ࡘ௳

㸲 ➼ሗ࿌㡯ࡢࡢࡑ

1085 R3.

2.24

ᑠ㔝

ᇼෆ

㉥ụ

❑⏣

㰻⸨

ⴗཎ

❑⏣

ᮡཎ

ᆤ

ᐑୗ

ᑠᯘ

ᑠಛ

ᰩᒣ

㛗ᆏ

ྂᒇ

㸯 ௧㸱ᖺᗘᒣ┴ປാጤဨάᛶ

࡚࠸ࡘᐃ⟇ࡢ⏬ィື⾜ࡢࡵࡓࡢ

㸰 ➨ 1084 ᅇᐃ⥲㆟㘓࡚࠸ࡘ

㸱 ௧ඖᖺ()➨㸯ྕᙜປാ⾜Ⅽ

࡚࠸ࡘ௳

㸲 ௧㸰ᖺ()➨㸯ྕᙜປാ⾜Ⅽ

࡚࠸ࡘ௳

㸳 ௧㸱ᖺ㸦ಶ㸧➨㸯ྕࢇࡏࡗ࠶௳

࡚࠸ࡘ

㸴 ➼ሗ࿌㡯ࡢࡢࡑ

第 ³章
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㛤ദ

ᅇᩘ

㛤ദ

ᖺ᭶᪥

ฟᖍጤဨ
㆟㡯

බ┈ ປാ ⏝

1086 R3.

3.24

ᑠ㔝

ᇼෆ

㉥ụ

❑⏣

㰻⸨

ⴗཎ

❑⏣

ᮡཎ

ᆤ

ᐑୗ

ᑠᯘ

ᑠಛ

ᰩᒣ

㛗ᆏ

ྂᒇ

㸯 ᑂᰝ㛵ಀົฎ⌮せ㡿ࡢᨵṇ࠸ࡘ

࡚

㸰 ➨ 1085 ᅇᐃ⥲㆟㘓࡚࠸ࡘ

㸱 ௧ඖᖺ()➨㸯ྕᙜປാ⾜Ⅽ

࡚࠸ࡘ௳

㸲 ௧㸰ᖺ()➨㸯ྕᙜປാ⾜Ⅽ

࡚࠸ࡘ௳

㸳 ௧㸱ᖺ(ಶ)➨㸯ྕࢇࡏࡗ࠶௳

࡚࠸ࡘ

㸴 ௧㸱ᖺ(ಶ)➨㸰ྕࢇࡏࡗ࠶௳

࡚࠸ࡘ

㸵 ௧㸱ᖺ㸦ಶ㸧➨㸱ྕࢇࡏࡗ࠶௳

࡚࠸ࡘ

㸶 த㆟⾜Ⅽண࿌ಀࡿປാத㆟ࡢᐇ

࡚࠸ࡘ

㸷 ➼ሗ࿌㡯ࡢࡢࡑ

1087 R3.

4.21

ᑠ㔝

ᇼෆ

㉥ụ

❑⏣

㰻⸨

ⴗཎ

❑⏣

ᮡཎ

ᆤ

ᐑୗ

ᑠᯘ

ᑠಛ

ᰩᒣ

㛗ᆏ

ྂᒇ

㸯 ௵ゎࡧጤკཬࡢ⪅⿵ဨೃࢇࡏࡗ࠶

                                    ࡚࠸ࡘ

㸰 ➨ 1086 ᅇᐃ⥲㆟㘓࡚࠸ࡘ             

㸱 ௧㸰ᖺ()➨㸯ྕᙜປാ⾜Ⅽ

࡚࠸ࡘ௳

㸲 ௧㸱ᖺ(ಶ)➨㸯ྕࢇࡏࡗ࠶௳

࡚࠸ࡘ

㸳 ປാ⤌ྜࡢ㈨᱁ᑂᰝ࡚࠸ࡘ

㸴 த㆟⾜Ⅽண࿌ಀࡿປാத㆟ࡢᐇ

࡚࠸ࡘ

㸵 ➼ሗ࿌㡯ࡢࡢࡑ

第 ³章
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㛤ദ

ᅇᩘ

㛤ദ

ᖺ᭶᪥

ฟᖍጤဨ ㆟㡯

බ┈ ປാ ⏝

1088 R3.

5.26

ᑠ㔝

ᇼෆ

㉥ụ

❑⏣

㰻⸨

ⴗཎ

❑⏣

ᮡཎ

ᆤ

ᐑୗ

ᑠᯘ

ᑠಛ

ᰩᒣ

㛗ᆏ

ྂᒇ

㸯 ➨ 1087 ᅇᐃ⥲㆟㘓࡚࠸ࡘ

㸰 ௧㸰ᖺᗘປാ┦ㄯࡢᴫἣ➼ࡢሗ㐨

Ⓨ⾲㸦ᢞࡆ㎸ࡳ㸧࡚࠸ࡘ

㸱 ௧㸰ᖺ()➨㸯ྕᙜປാ⾜Ⅽ

࡚࠸ࡘ௳

㸲 ௧㸱ᖺ(ಶ)➨㸯ྕࢇࡏࡗ࠶௳

࡚࠸ࡘ

㸳 ௧㸱ᖺ(ಶ)➨㸲ྕࢇࡏࡗ࠶௳

࡚࠸ࡘ

㸴 த㆟⾜Ⅽண࿌ಀࡿປാத㆟ࡢᐇ

࡚࠸ࡘ

㸵 ᅾࡾ᪉᳨ウᑠጤဨᚋ᳨ࡢウ࠸ࡘ

࡚㸦㸧ᑐࡿࡍពぢ↷࡚࠸ࡘ

㸶 ➼ሗ࿌㡯ࡢࡢࡑ

1089 R3.

6.23

ᑠ㔝

ᇼෆ

㉥ụ

❑⏣

㰻⸨

ⴗཎ

❑⏣

ᮡཎ

ᆤ

ᐑୗ

ᑠᯘ

ᰩᒣ

㛗ᆏ

ྂᒇ

㸯 ᑂᰝ㛵ಀົฎ⌮せ㡿ࡢᨵṇ࠸ࡘ

࡚

㸰 ᒣ┴ປാጤဨ㐠Ⴀつ⛬ࡢᨵṇ

࡚࠸ࡘ

㸱 ௧㸱ᖺᗘ㛵ᮾᆅ༊ປ㛵ಀࢼ࣑ࢭ

㸦࣮➨㸯ᅇ㸧ࡢ༠㈶ྡ⩏ࡢ⏝チྍࡘ

࡚࠸

㸲 ➨ 1088 ᅇᐃ⥲㆟㘓࡚࠸ࡘ

㸳 ௧㸰ᖺ()➨㸯ྕᙜປാ⾜Ⅽ

࡚࠸ࡘ௳

㸴 ௧㸱ᖺ(ಶ)➨㸯ྕࢇࡏࡗ࠶௳

࡚࠸ࡘ

㸵 ௧㸱ᖺ㸦ಶ㸧➨㸲ྕࢇࡏࡗ࠶௳

࡚࠸ࡘ

㸶 த㆟⾜Ⅽண࿌ಀࡿປാத㆟ࡢᐇ

࡚࠸ࡘ

㸷 ➨ 146 ᅇ㛵ᮾࢡࢵࣟࣈປാጤဨ୕

⪅㐃⤡༠㆟➼ࡢᴫせሗ࿌࡚࠸ࡘ

10 ➼ሗ࿌㡯ࡢࡢࡑ
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㛤ദ

ᅇᩘ

㛤ദ

ᖺ᭶᪥

ฟᖍጤဨ ㆟㡯

බ┈ ປാ ⏝

1090 R3.

7.1

ᑠ㔝

ᇼෆ

㉥ụ

❑⏣

㰻⸨

❑⏣

బࠎᮌ

ᮡཎ

ᆤ

ᐑୗ

ᑠᯘ

ᾆ⏣

ᰩᒣ

㛗ᆏ

ྂᒇ

㸯 㛗ཬࡧ㛗௦⌮ࡢ㑅ᣲ࡚࠸ࡘ

㸰 ௵ゎࡧጤკཬࡢ⪅⿵ဨೃࢇࡏࡗ࠶

࡚࠸ࡘ

㸱 ➼ሗ࿌㡯ࡢࡢࡑ

1091 R3.

7.21

ᑠ㔝

ᇼෆ

㉥ụ

❑⏣

㰻⸨

❑⏣

బࠎᮌ

ᮡཎ

ᆤ

ᐑୗ

ᑠᯘ

ᾆ⏣

ᰩᒣ

㛗ᆏ

ྂᒇ

㸯 ➨ 1089 ᅇᐃ⥲㆟㘓࡚࠸ࡘ

㸰 ➨ 1090 ᅇ⮫⥲㆟㘓࡚࠸ࡘ

㸱 ௧㸰ᖺ()➨㸯ྕᙜປാ⾜Ⅽ

࡚࠸ࡘ௳

㸲 ௧㸱ᖺ㸦㸧➨㸯ྕᙜປാ⾜Ⅽ

࡚࠸ࡘ௳

㸳 ௧㸱ᖺ㸦ಶ㸧➨㸲ྕࢇࡏࡗ࠶௳

࡚࠸ࡘ

㸴 த㆟⾜Ⅽண࿌ಀࡿປാத㆟ࡢᐇ

࡚࠸ࡘ

㸵 ➼ሗ࿌㡯ࡢࡢࡑ

1092 R3.

8.25

ᑠ㔝

ᇼෆ

㉥ụ

❑⏣

㰻⸨

❑⏣

బࠎᮌ

ᮡཎ

ᆤ

ᾆ⏣

ᰩᒣ

㛗ᆏ

ྂᒇ

㸯 ௧㸱ᖺᗘಶูປാ㛵ಀ⣮தฎ⌮ไ

ᗘಀࡿ࿘▱᭶㛫࡚࠸ࡘࡳ⤌ྲྀࡢ

㸰 ᐃ᳨࣮ࣝࣝࢡ࣮࣡ࠕ ᚋࡢࠖ⛅2021࣭

ྡ⩏ࡢ⏝チྍ࡚࠸ࡘ

㸱 ➨ 1091 ᅇᐃ⥲㆟㘓࡚࠸ࡘ

㸲 ௧㸰ᖺ()➨㸯ྕᙜປാ⾜Ⅽ

࡚࠸ࡘ௳

㸳 ௧㸱ᖺ()➨㸯ྕᙜປാ⾜Ⅽ

࡚࠸ࡘ௳

㸴 ௧㸱ᖺ(ಶ)➨㸳ྕࢇࡏࡗ࠶௳

࡚࠸ࡘ

㸵 த㆟⾜Ⅽண࿌ಀࡿປാத㆟ࡢᐇ

࡚࠸ࡘ

㸶 ➼ሗ࿌㡯ࡢࡢࡑ
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㛤ദ

ᅇᩘ

㛤ദ

ᖺ᭶᪥

ฟᖍጤဨ ㆟㡯

බ┈ ປാ ⏝

1093 R3.

9.22

ᑠ㔝

ᇼෆ

㉥ụ

❑⏣

㰻⸨

❑⏣

బࠎᮌ

ᮡཎ

ᐑୗ

ᑠᯘ

ᾆ⏣

ᰩᒣ

㛗ᆏ

ྂᒇ

㸯 ➨ 1092 ᅇᐃ⥲㆟㘓࡚࠸ࡘ

㸰 ௧㸰ᖺ()➨㸯ྕᙜປാ⾜Ⅽ

࡚࠸ࡘ௳

㸱 ௧㸱ᖺ㸦㸧➨㸯ྕᙜປാ⾜Ⅽ

࡚࠸ࡘ௳

㸲 ௧㸱ᖺ(ಶ)➨㸳ྕࢇࡏࡗ࠶௳

࡚࠸ࡘ

㸳 ௧㸱ᖺ㸦ಶ㸧➨㸴ྕࢇࡏࡗ࠶௳

࡚࠸ࡘ

㸴 த㆟⾜Ⅽண࿌ಀࡿປാத㆟ࡢᐇ

࡚࠸ࡘ

㸵 ➼ሗ࿌㡯ࡢࡢࡑ

1094 R3.

10.20

ᑠ㔝

ᇼෆ

㉥ụ

❑⏣

❑⏣

బࠎᮌ

ᮡཎ

ᆤ

ᐑୗ

ᑠᯘ

ᾆ⏣

ᰩᒣ

㛗ᆏ

ྂᒇ

㸯 ௧㸱ᖺᗘ㛵ᮾᆅ༊ປ㛵ಀࢼ࣑ࢭ

㸦࣮➨㸰ᅇ㸧ࡢ༠㈶ྡ⩏ࡢ⏝チྍࡘ

࡚࠸

㸰 ➨ 1093 ᅇᐃ⥲㆟㘓࡚࠸ࡘ

㸱 ௧㸰ᖺ()➨㸯ྕᙜປാ⾜Ⅽ

࡚࠸ࡘ௳

㸲 ௧㸱ᖺ㸦㸧➨㸯ྕᙜປാ⾜Ⅽ

࡚࠸ࡘ௳

㸳 ௧㸱ᖺ(ಶ)➨㸳ྕࢇࡏࡗ࠶௳

࡚࠸ࡘ

㸴 ௧㸱ᖺ㸦ಶ㸧➨㸴ྕࢇࡏࡗ࠶௳

࡚࠸ࡘ

㸵 த㆟⾜Ⅽண࿌ಀࡿປാத㆟ࡢᐇ

࡚࠸ࡘ

㸶 ➼ሗ࿌㡯ࡢࡢࡑ
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㛤ദ

ᅇᩘ

㛤ദ

ᖺ᭶᪥

ฟᖍጤဨ ㆟㡯

බ┈ ປാ ⏝

1095 R3.

11.24

ᑠ㔝

ᇼෆ

㉥ụ

❑⏣

㰻⸨

❑⏣

బࠎᮌ

ᮡཎ

ᆤ

ᐑୗ

ᑠᯘ

ᾆ⏣

ᰩᒣ

㛗ᆏ

ྂᒇ

㸯 ➨ 1094 ᅇᐃ⥲㆟㘓࡚࠸ࡘ

㸰 ௧㸱ᖺ(ಶ)➨㸳ྕࢇࡏࡗ࠶௳

࡚࠸ࡘ

㸱 ௧㸱ᖺ㸦ಶ㸧➨㸴ྕࢇࡏࡗ࠶௳

࡚࠸ࡘ

㸲 த㆟⾜Ⅽண࿌ಀࡿປാத㆟ࡢᐇ

㸦R3.2.24࡚࠸ࡘ ㏻▱ศ㸧

㸳 த㆟⾜Ⅽண࿌ಀࡿປാத㆟ࡢᐇ

㸦R3.10.19࡚࠸ࡘ ㏻▱ศ㸧

㸴 ➼ሗ࿌㡯ࡢࡢࡑ

1096 R3.

12.15

ᑠ㔝

ᇼෆ

㉥ụ

❑⏣

❑⏣

బࠎᮌ

ᮡཎ

ᆤ

ᐑୗ

ᑠᯘ

ᾆ⏣

ᰩᒣ

㛗ᆏ

ྂᒇ

㸯 ➨ 1095 ᅇᐃ⥲㆟㘓࡚࠸ࡘ

㸰 ௧㸱ᖺ㸦ಶ㸧➨㸳ྕࢇࡏࡗ࠶௳

࡚࠸ࡘ

㸱 ௧㸱ᖺ(ಶ)➨㸴ྕࢇࡏࡗ࠶௳

࡚࠸ࡘ

㸲 ௧㸱ᖺ(ಶ)➨㸵ྕࢇࡏࡗ࠶௳

࡚࠸ࡘ

㸳 த㆟⾜Ⅽண࿌ಀࡿປാத㆟ࡢᐇ

㸦R3.2.24࡚࠸ࡘ ㏻▱ศ㸧

㸴 த㆟⾜Ⅽண࿌ಀࡿປാத㆟ࡢᐇ

㸦R3.10.19࡚࠸ࡘ ㏻▱ศ㸧

㸵 ➼ሗ࿌㡯ࡢࡢࡑ

第 ³章

Ż 1µ Ż



➨㸰❶

- 15 -

第２⠇ බ┈委員会㆟

බ┈ጤဨ㆟ࡣປാጤဨ࠺⾜ࡀᶒ㝈ࡕ࠺ࡢ‽ྖἲⓗᶵ⬟ࡕࢃ࡞ࡍࠊປാ⤌

ྜἲ➨ 5 ᮲ࠊ➨ 7 ᮲ࠊ➨ 11 ᮲ཬࡧ➨ 27 ᮲୪ࡧປാ㛵ಀㄪᩚἲ➨ 42᮲ࡿࡼ

ฎศࡽࡉࠊᆅ᪉බႠᴗ➼ࡢປാ㛵ಀ㛵ࡿࡍἲᚊ➨ 5᮲➨ 2㡯つᐃࡿࡍ

㡯ࢆᑂ㆟Ỵᐃࠋࡿࡍ

௧㸱ᖺ୰ࡣ➨ ➨ࡽ536 542 ᅇ࡛ࡲ㸵ᅇ㛤ദࠋࡓࢀࡉෆᐜࠊࡣ࡚࠸ࡘ௨

ୗࠋࡿ࠶࡛ࡾ࠾ࡢ

㛤ദ

ᅇᩘ

㛤 ദ

ᖺ᭶᪥

ฟᖍ

ጤဨ
 ㆟  㡯

536 R3.

1.15

ᑠ㔝

ᇼෆ

㉥ụ

㰻⸨

௧ඖᖺ()➨㸯ྕᙜປാ⾜Ⅽ௳࡚࠸ࡘ

㸦ྜ㆟㸧

537 R3.

1.22

ᑠ㔝

ᇼෆ

㉥ụ

㰻⸨

௧ඖᖺ()➨㸯ྕᙜປാ⾜Ⅽ௳࡚࠸ࡘ

㸦ྜ㆟㸧

538 R3.

1.29

ᑠ㔝

ᇼෆ

㉥ụ

㰻⸨

௧ඖᖺ()➨㸯ྕᙜປാ⾜Ⅽ௳࡚࠸ࡘ

㸦ྜ㆟㸧

539 R3.

2.9

ᑠ㔝

ᇼෆ

㉥ụ

㰻⸨

௧ඖᖺ()➨㸯ྕᙜປാ⾜Ⅽ௳࡚࠸ࡘ

㸦ྜ㆟㸧

540 R3.

2.19

ᑠ㔝

ᇼෆ

㉥ụ

㰻⸨

௧ඖᖺ()➨㸯ྕᙜປാ⾜Ⅽ௳࡚࠸ࡘ

㸦ྜ㆟㸧

541 R3.

4.12

ᑠ㔝

ᇼෆ

㉥ụ

❑⏣

㰻⸨

➨㸲㸲ᮇປാጤဨጤဨࡢປാ⪅ጤဨ᥎⸀ࡓࡢ

࡚࠸ࡘປാ⤌ྜ㈨᱁ᑂᰝࡢࡵ

542 R3.

6.23

ᑠ㔝

ᇼෆ

㉥ụ

❑⏣

㰻⸨

௧㸱ᖺ㸦㸧➨㸯ྕᙜປാ⾜Ⅽ௳࡚࠸ࡘ
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第３⠇ 㐃⤡༠㆟会ࠊ㐃⤡会㆟及びࡑのの会㆟

ປാጤဨࡣປാ⪅ࠊ⏝⪅ཬࡧබ┈ྛࡢጤဨࠕࡿ࡞ࡽ㐃⤡༠㆟ࠖࠊ

㛗ࠊබ┈ጤဨཬࡧົᒁ㛗ࢀࡒࢀࡑࢆᑐ㇟ࠕࡓࡋ㐃⤡㆟ࠖ୪ࡧົᒁࡢ

ㄢ㛗➼ࢆᑐ㇟ࡓࡋㄢ㛗㆟➼ࢆᅜࢡࢵࣟࣈࡣࡓࡲ༢࡛ᐃᮇⓗ㛤ദࠊࡋ

ጤဨ➼┦ࡢ㐃⤡ࢆᐦ࡚ࡋົฎ⌮࡚࠸ࡘᚲせ୍⤫࡞ㄪᩚࢆᅗ࠸࡚ࡗ

ࠋࡿ࠶࡛ࡾ࠾ࡢ௨ୗࠊࡣ㛤ദ≧ἣࡢ௧㸱ᖺ୰ࠋࡿ

１ 㐃⤡༠㆟会

【ᅜ会㆟】

第 76 ᅇᅜ労働委員会㐃⤡༠㆟会⥲会㸦㹕㹣㹠㛤ദ㸧

㛤ദᖺ᭶᪥ R3.11.18 㹼 R3.11.19

㛤ദሙᡤ   ؐ

ฟᖍጤဨ 㸦බ㸧ᑠ㔝ࠊᇼෆࠊ㸦ປ㸧ᮡཎࠊᆤࠊ㸦㸧ᑠᯘྂࠊᒇ

㆟  㢟

㸯 ປാጤဨཱྀࡿࡅ࠾እ⚗Ṇ᮲㡯࡚࠸ࡘ࠸ᢅྲྀࡢ㸦ᕞࣈ

බປᥦ㸧ࢡࢵࣟ

㸰 ປാጤဨࣝࢱࢪࢹࡿࡅ࠾≦⌧ࡓࡅྥㄢ㢟࡚࠸ࡘ

㸦ᾏ㐨࣭ᮾࢡࢵࣟࣈබປᥦ㸧

㸱 ⿕⏦ㄳ⪅ࢇࡏࡗ࠶ࡢᛂㅙᑐࡿࡍㄝᚓ࡚࠸ࡘ㸦୰㒊ࣟࣈ

බປᥦ㸧ࢡࢵ

㸲 ࠙ㅮ₇ࠗࠚ㞠⏝㢮ఝࡢാࡁ᪉ປ㛵ಀ࠘

【会㆟ࢡࢵࣟࣈ】

㸦１㸧第 146 ᅇ㛵ᮾࢡࢵࣟࣈ労働委員会୕⪅㐃⤡༠㆟会㸦᭩㠃及び㹕㹣㹠㛤ദ㸧

㛤ദᖺ᭶᪥   R3.5.18

㛤ദሙᡤ   ؐ

ฟᖍጤဨ 㸦බ㸧ᑠ㔝ࠊ⏣❑ࠊ㸦ປ㸧ⴗཎࠊᐑୗࠊ㸦㸧ᑠᯘࠊ㛗ᆏ

㆟  㢟

㸯 ປാத㆟ࡢㄪᩚ௳ཬࡧಶูⓗປ⣮தࢇࡏࡗ࠶ࡢ௳࠾

ࡘᑐᛂࡢሙྜࡓࢀࡉ♧ࡀពᛮࡢཧຍᛂㅙࡽ⪅ㄳ⏦⿕࡚࠸

㸦Ⲉᇛ┴ᥦ㸧࡚࠸

㸰 ປാᒁࡿࡅ࠾ಶูປാ㛵ಀ⣮தฎ⌮ไᗘࡢᴫせཬࡧປാጤ

ဨࡢ㐃ᦠ㛵≦⌧ࡿࡍㄢ㢟㸦㟼ᒸ┴ᥦ㸧
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㸦２㸧第 147 ᅇ㛵ᮾࢡࢵࣟࣈ労働委員会୕⪅㐃⤡༠㆟会㸦᭩㠃及び㹕㹣㹠㛤ദ㸧

㛤ദᖺ᭶᪥   R3.9.14

㛤ദሙᡤ   ؐ

ฟᖍጤဨ 㸦බ㸧❑⏣ࠊ㰻⸨ࠊ㸦ປ㸧❑⏣ࠊᆤࠊ㸦㸧ᰩᒣྂࠊᒇ

㆟  㢟

㸯 ㄔᐇᅋࡿࡍ⥆⥅⾜Ⅽ࡚࠸ࡘ㸦㛗㔝┴ᥦ㸧

㸰 ࡢປാጤဨࡿࡅ࠾ἲไࡢ⟇㜵Ṇᑐࢺ࣓ࣥࢫࣛࣁ࣮࣡ࣃ

ᙺ࡚࠸ࡘ㸦Ⲉᇛ┴ᥦ㸧

２ 㐃⤡会㆟

【ᅜ会㆟】

ᅜ労働委員会㐃⤡༠㆟会බ┈委員㐃⤡会㆟㸦㹕㹣㹠㛤ദ㸧

㛤ദᖺ᭶᪥   R3.11.18

㛤ദሙᡤ   ؐ

ฟᖍጤဨ ᑠ㔝ࠊᇼෆ

㆟  㢟

㸯 ࠙ㅮ₇ࠗࠚປാጤဨ௧ྲྀᾘッゴྥືࡢ␃ពⅬ㹼᭱㏆ࡢ

ึᑂ௧ྲྀᾘッゴࠊᑂᰝ௧ྲྀᾘッゴࢆ⣲ᮦ㹼࠘

㸰 ࠙ㅮ₇ࠗࠚ᪂ᆺࢫࣝ࢘ࢼࣟࢥឤᰁ㸰ᖺ┠㹼ఇᴗ࣭ゎ㞠➼

㹼࠘୰ᚰࢆࢡ࣮࣡ࣞࢸ

【会㆟ࢡࢵࣟࣈ】

第 85 ᅇ㛵ᮾࢡࢵࣟࣈ労働委員会බ┈委員㐃⤡会㆟㸦᭩㠃㛤ദ㸧

㛤ദᖺ᭶᪥   R3.5.18

㛤ദሙᡤ   ؐ

㆟  㢟
㸯 ඖ⤌ྜဨࡀ⿕⏦❧ேഃ⿵బே࡚ࡋ⏦ㄳࡓࢀࡉሙྜࡢᑐᛂ

㸦㟼ᒸ┴ᥦ㸧࡚࠸ࡘ
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第 86 ᅇ㛵ᮾࢡࢵࣟࣈ労働委員会බ┈委員㐃⤡会㆟㸦᭩㠃㛤ദ㸧

㛤ദᖺ᭶᪥   R3.9.14

㛤ദሙᡤ   ؐ

㆟  㢟
㸯 ᙜປാ⾜Ⅽ௳ࡿࡅ࠾ゎ່ヨࡢᮇࡸࠊබ┈ጤဨ

㸦Ⲉᇛ┴ᥦ㸧࡚࠸ࡘ➼ᙺࡢ

３ のの会㆟ࡑ

【ᅜ会㆟】

㸦１㸧ᅜ労働委員会事務局調整主⟶ㄢ㛗会㆟㸦㹕㹣㹠㛤ദ㸧

㛤ദᖺ᭶᪥   R3.11.25

㛤ദሙᡤ   ؐ

㆟  㢟

㸯 ㄪᩚᴗົࡢ㐠Ⴀ࡚࠸ࡘ

㸰 㒔㐨ᗓ┴ປാጤဨࡢࡽሗ࿌

㸱 㒔㐨ᗓ┴ປാጤဨࡢࡽᴗົሗ࿌

㸦２㸧ᅜ労働委員会事務局審査主⟶ㄢ㛗会㆟㸦㹕㹣㹠㛤ദ㸧

㛤ദᖺ᭶᪥   R3.11.25

㛤ദሙᡤ   ؐ

㆟  㢟

㸯 ᪂ᆺࢫࣝ࢘ࢼࣟࢥឤᰁࡢண㜵㓄៖ࡓࡋㄪᰝ࣭ᑂၥࡢᐇ

ಀ⤌ྲྀࡿㄢ㢟㸦ࣈ࢙࢘㆟ࡿࡼㄪᰝࡢᐇࠊᑂၥࡢබ

㛤ࡿࡅ࠾㓄៖ࡴྵࢆ㸧

㸰 ㈨᱁ᑂᰝࢆᕠࡿㅖㄢ㢟

㸱 ᢲ༳ᗫṆࡢᐇົࡢᙳ㡪
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【会㆟ࢡࢵࣟࣈ】

㸦１㸧㛵ᮾࢡࢵࣟࣈ労委労༠第 43 ᅇ⥲会㸦㹕㹣㹠㛤ദ㸧

㛤ദᖺ᭶᪥   R3.2.15

㛤ദሙᡤ   ؐ

ฟᖍጤဨ ⴗཎࠊᮡཎ

㆟  㢟

㸯 ሗ࿌㡯

㸰 ༠㆟㡯

㸱 ྛ㒔┴ປጤᖺ㛫άື≧ἣሗ࿌

㸦２㸧㛵ᮾࢡࢵࣟࣈ労委労༠ᖿ事会

㛤ദᖺ᭶᪥   R3.12.12 㹼 R3.12.13

㛤ദሙᡤ   㸿㹌㸿ࣝࢸ࣍ࢨࣛࣉࣥ࢘ࣛࢡ᪂₲

ฟᖍጤဨ ❑⏣

㆟  㢟
㸯 ປጤປ༠ḟᖺᗘ᪉㔪㛵ᮾࢡࢵࣟࣈປጤປ༠ࡢḟᖺᗘ᪉㔪
㸰 ḟᖺᗘ⥲࡚࠸ࡘ

㸱 ྛ㒔┴ປጤࡢࡳ⤌ࡾྲྀࡢሗ
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㸦３㸧す㛵ᮾࢡࢵࣟࣈ労働委員会事務局実務ᢸᙜ⪅会㆟㸦᭩㠃㛤ദ㸧

㛤ദᖺ᭶᪥   R3.7.16

㛤ദሙᡤ   ؐ

㆟  㢟

㸯 ᙜປാ⾜Ⅽᩆ῭௧᭩ࡢ᪉ἲ࡚࠸ࡘ࡞㸦᪂₲┴ᥦ

㸧

㸰 ປാጤဨつ๎୍ࡢ㒊ᨵṇࣈ࢙࢘ࡓࡅཷࢆ㆟ࡢά⏝࠸ࡘ

࡚㸦᪂₲┴ᥦ㸧

㸱 ሗⓎಙಀࡿண⟬࡚࠸ࡘ㸦᪂₲┴ᥦ㸧

㸲 ⏦❧᭩➼ࣥࣛࣥ࢜ࡢ㝿࡚ࡋᐃࡿࢀࡉၥ㢟Ⅼࡢࡑᑐ

ᛂ᪉ἲ࡚࠸ࡘ㸦ᒣ┴ᥦ㸧

㸳 ಶูⓗປ⣮தࢇࡏࡗ࠶ࡢಀࡿ㛗ࡿࡼ㛤ጞࡢỴᐃ

㸦ᒣ┴ᥦ㸧࡚࠸ࡘ

㸴 ປാ⤌ྜࡢ㈨᱁ᑂᰝࡿࡅ࠾ປാ⤌ྜἲ➨㸰᮲➨㸰㡯ࡢ㐺ྜ

ᛶࡢ☜ㄆ࡚࠸ࡘ㸦㟼ᒸ┴ᥦ㸧

㸵 ⾜ᨻᡭ⥆ࡿࡅ࠾᭩㠃ࡢ⨫ྡཪࡣグྡᢲ༳ࡢᗫṆ⏦ㄳ᭩

㸦㟼ᒸ┴ᥦ㸧࡚࠸ࡘᑟධࡢ㟁Ꮚ⏦ㄳࡿࡍ㛵ᥦฟࡢ➼

㸶 ᙜປാ⾜Ⅽ௳ࡢドேᑜၥᩛࡿࡅ࠾ᛶドேࡢ⏦ㄳཬࡧᑜ

ၥ࡚࠸ࡘ㸦㟼ᒸ┴ᥦ㸧

㸷 ‽ഛ᭩㠃ࡢᥦฟࡀணᐃࡾࡼⴭࡃࡋ㐜ᘏࡿࡍᙜ⪅ࡢᑐᛂ

㸦㛗㔝┴ᥦ㸧࡚࠸ࡘ

10 ㄪᩚ௳࣭ ಶู⣮த௳ࢇࡏࡗ࠶ࡢෆᐜ➼ࡢබ㛤࠸ࡘ 㸦࡚㛗

㔝┴ᥦ㸧
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第４⠇ ◊  ಟ

௳ࡢ⏦ㄳ㸦⏦❧࡚㸧ࡓࡗ࠶ࡀሙྜࠊጤဨཬࡧົᒁ⫋ဨࠊࡀሗࢆඹ᭷

ࠊࡋ㎿㏿ࡘ㐺ษ࡞௳ฎ⌮ࡀ㐙⾜࡛࠺ࡼࡿࡁ◊ಟࢆᐇࠊࡓࡲࠊࡋእ㒊ࡢ

◊ಟࢆ✚ᴟⓗཷㅮࠋࡿ࠸࡚ࡋ

௧㸱ᖺ୰ᐇཷࡣࡓࡲㅮࡓࡋ◊ಟࠊࡣ௨ୗࠋࡿ࠶࡛ࡾ࠾ࡢ

㸦１㸧事◊ಟ

ᐇᖺ᭶᪥      ㅮᖌࡣࡓࡲㄝ᫂⪅ ࣐࣮ࢸ

R3.3.24 ົᒁ⫋ဨ 㸯 ௧ඖᖺ㸦㸧➨㸯ྕᙜປാ⾜Ⅽ௳

࡚࠸ࡘ

R3.4.21 ົᒁ⫋ဨ 㸯 ປാத㆟ࡢㄪᩚ௳ཬࡧಶูⓗປ⣮
தࢇࡏࡗ࠶ࡢ௳࡚࠸࠾⿕⏦ㄳ⪅ࡽ
ཧຍᛂㅙࡢពᛮࡓࢀࡉ♧ࡀሙྜࡢᑐᛂ
࠸ࡘ 㸦࡚㛵ᮾࢡࢵࣟࣈປാጤဨ୕⪅㐃
⤡༠㆟ ㆟㢟᳨ウ㸧

㸰 ປാᒁࡿࡅ࠾ಶูປാ㛵ಀ⣮தฎ⌮
ไᗘࡢᴫせཬࡧປാጤဨࡢ㐃ᦠ㛵
࠸ࡘㄢ㢟≦⌧ࡿࡍ 㸦࡚㛵ᮾࢡࢵࣟࣈປ
ാጤဨ୕⪅㐃⤡༠㆟ ㆟㢟᳨ウ㸧

㸱 㛵ᮾࢡࢵࣟࣈປാጤဨ୕⪅㐃⤡༠㆟
ࡢάᛶಀࡿ༠㆟㡯ࡢᥦ࠸ࡘ
㸦࡚㛵ᮾࢡࢵࣟࣈປാጤဨ୕⪅㐃⤡༠㆟

 ༠㆟㆟㢟᳨ウ㸧
㸲 ඖ⤌ྜဨࡀ⿕⏦❧ேഃ⿵బே࡚ࡋ⏦
ㄳࡓࢀࡉሙྜࡢᑐᛂ࠸ࡘ 㸦࡚㛵ᮾࢵࣟࣈ
ປാጤဨබ┈ጤဨ㐃⤡㆟ࢡ ㆟㢟᳨
ウ㸧

R3.8.25 ົᒁ⫋ဨ 㸯 ㄔᐇᅋࡿࡍ⥆⥅⾜Ⅽ࠸ࡘ 㸦࡚㛵
ᮾࢡࢵࣟࣈປാጤဨ୕⪅㐃⤡༠㆟
㆟㢟᳨ウ㸧

㸰 ἲไࡢ⟇㜵Ṇᑐࢺ࣓ࣥࢫࣛࣁ࣮࣡ࣃ
࠸ࡘᙺࡢປാጤဨࡿࡅ࠾ 㸦࡚㛵ᮾ
ປാጤဨ୕⪅㐃⤡༠㆟ࢡࢵࣟࣈ ㆟㢟
᳨ウ㸧

㸱 ᙜປാ⾜Ⅽ௳ࡿࡅ࠾ゎ່ヨࡢ
ᮇࡸࠊබ┈ጤဨࡢᙺ➼࠸ࡘ 㸦࡚
㛵ᮾࢡࢵࣟࣈປാጤဨබ┈ጤဨ㐃⤡
㆟ ㆟㢟᳨ウ㸧
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ᐇᖺ᭶᪥      ㅮᖌࡣࡓࡲㄝ᫂⪅ ࣐࣮ࢸ

R3.9.22 ົᒁ⫋ဨ 㸯 ປാጤဨཱྀࡿࡅ࠾እ⚗Ṇ᮲㡯ྲྀࡢ

࠸ࡘ࠸ᢅ 㸦࡚ᅜປാጤဨ㐃⤡༠㆟

⥲ ㆟㢟᳨ウ㸧

R3.10.20 ົᒁ⫋ဨ 㸯 ປാጤဨཱྀࡿࡅ࠾እ⚗Ṇ᮲㡯ྲྀࡢ
࠸ࡘ࠸ᢅ 㸦࡚ᅜປാጤဨ㐃⤡༠㆟
⥲ ㆟㢟᳨ウ㸧

㸰 ປാጤဨࣝࢱࢪࢹࡿࡅ࠾ࡅྥ
࠸ࡘㄢ㢟≦⌧ࡓ 㸦࡚ᅜປാጤဨ㐃
⤡༠㆟⥲ ㆟㢟᳨ウ㸧

㸱 ⿕⏦ㄳ⪅ࢇࡏࡗ࠶ࡢᛂㅙᑐࡿࡍㄝ
ᚓ࠸ࡘ 㸦࡚ᅜປാጤဨ㐃⤡༠㆟⥲
 ㆟㢟᳨ウ㸧

㸦２㸧㛵ಀᶵ㛵◊ಟ

ᐇᖺ᭶᪥      ㅮᖌࡣࡓࡲㄝ᫂⪅ ࣐࣮ࢸ

R3.11.24 㹌㹒㹒ᮾ᪥ᮏᒣᨭᗑ

㒊ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀࢫࢿࢪࣅ

ᢸᙜࢢࣥࢸࢣ࣮࣐

ᢸᙜㄢ㛗 ᑠ㔝ሯ 㐩ஓ Ặ

ㄢ㛗௦⌮ ᑠᯘ ᗣ Ặ

㸯࠙ㅮ₇࣐࣮ࣝࣀ࣮ࣗࢽࠚ௦ࡅ࠾
࡚࠸ࡘ᪉ࡵ㐍ࡢ㹂㹖ࡿ

R3.12.15 ᒣປാᒁ㞠⏝⎔ቃ࣭ᆒ➼ᐊ
ᐊ㛗 ୖ㔝 ⏤ె Ặ

㸯࠙ㅮ₇ࠚປാᒁᐤࡓࢀࡽࡏ┦ㄯ➼
ࡢ㹼ྠ୍ປാྠ୍㈤㔠࡚࠸ࡘࡢ
᪂࣮ࣝࣝࢺ࣓ࣥࢫࣛࣁ㜵Ṇᑐ⟇㹼

㸦３㸧እ㒊◊ಟ

ಟ◊ࡢ㇟ጤဨᑐۑ

ᐇᖺ᭶᪥      

◊ ಟ ሙ ᡤ      
◊ಟྡ ཷㅮ⪅ ෆ ᐜ

R3.2.15

㹕㹣㹠㛤ദ

㛵ᮾࢡࢵࣟࣈ

ປጤປ༠◊ಟ



㸦ປ㸧

ⴗཎ

ᮡཎ

㸯࠙ㅮ₇ࠗࠚປዎἲ20᮲ุࡿࡅ࠾

᭱㧗ุỴࠊྜ⌮ᛶࡍุ᩿࠺ࢆ

࠘ࡿ

R3.9.2㹼3

㹕㹣㹠㛤ദ

බປጤဨྜ

ྠ◊ಟ

㸦බ㸧

㉥ụ

㸦ປ㸧

ᐑୗ

㸦㸧

ᾆ⏣

㸦య◊ಟ㸧

㸯࠙ㅮ₇ࠗࠚປാጤဨ࡚̿࠸ࡘṔ

ྐ࣭⌧≧࣭ㄢ㢟̿࠘

㸰࠙ㅮ₇ࠗࠚປാἲࡢᇶ♏࠘

㸱 ㄪᩚ⤂

㸲 ゎ⤂
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㸦බ┈ጤဨ◊ಟ㸧

㸯 ᑂᰝᐇົ◊ಟ

㸰 ゎᐇົ◊ಟ

㸱 ㄪᩚᐇົ◊ಟ

R3.10.2

㹕㹣㹠㛤ദ

㛵ᮾࢡࢵࣟࣈ

ປጤປ༠ጤဨ

◊ಟ

㸦ປ㸧

బࠎᮌ

ᮡཎ

㸯 ࠙ㅮ₇ࡿࡄࡵࢆࢺ࣓ࣥࢫࣛࣁࠗࠚἲ

つไ≦⌧ࡢㄢ㢟࠘

㸰 ࠙ㅮ₇ࠗࠚᅾ⡠ฟྥ➼ࡢປാ⛣ືࡢ

ᐇࡿࡅ࠾ἲⓗၥ㢟␃ពⅬ࠘

R3.12.6㹼7

㹕㹣㹠㛤ദ

බປጤဨಶ

ู⣮தᑓ㛛◊

ಟ

㸦බ㸧

ᇼෆ

㸦ປ㸧

ᮡཎ

㸦㸧

㛗ᆏ

㸯 ࠙ㅮ₇ࠗࠚປാ㛵ಀἲ௧ࡢᨵṇ➼ࡢ

ືྥ࠘

㸰 ࠙ㅮ₇ࠗࠚุ࠘ྥືࡢ

㸱 ಶู⣮தฎ⌮ࡢ⤒㦂࡞㇏ࡀ㒔㐨

ᗓ┴ປാጤဨࡢࢇࡏࡗ࠶ࡿࡅ࠾

ᡂຌ࣭ኻᩋⓎ⾲

ಟ◊ࡢ㇟ົᒁ⫋ဨᑐۑ

ᐇᖺ᭶᪥      

◊ ಟ ሙ ᡤ      
◊ಟྡ ෆ ᐜ

R3.9.30

㹂㹔㹂ཷㅮ

ປാጤဨ

ົᒁ⫋ဨ୰ኸ

◊ಟ

㸯࠙ㅮ₇ࠗࠚປാጤဨົᒁ⫋ဨᮇᚅ࠘ࡇࡿࡍ

㸰࠙ㅮ₇ࠗࠚປാἲࡢᇶ♏࠘

㸱࠙ㅮ₇ࠗࠚἲᚊุ࣭ࡢㄞࡳ᪉ㅮᗙ࠘

㸦ᑂᰝࢫ࣮ࢥ㸧

㸯࠙ㅮ₇ࠗࠚᙜປാ⾜Ⅽࡢᑂᰝᡭ⥆࡚࠘࠸ࡘ

㸰࠙ㅮ₇ࠗࠚ௧᭩㸦㸧ࡢ㉳ࡢࡵࡓࡢసᴗᡭ㡰࠘

R3.11.9

㹕㹣㹠㛤ദ

ປാጤဨ

ົᒁ⫋ဨᑓ㛛

◊ಟ

㸯࠙ㅮ₇ࠗࠚᙜປാ⾜Ⅽᑂᰝᡭ⥆ࡁ௧᭩࠘

㸰࠙ㅮ₇ࠗࠚ⏦❧ᐇࡢᢕᥱ࣭தⅬᩚ⌮࣭ᙇᩚࡢ⌮࠘

㸱࠙ㅮ₇ࠗࠚᐇㄆᐃุ࣭᩿࣭ᩆ῭᪉ἲ࣭ᩥ࠘

㸲࠙ㅮ₇ࠗࠚປാጤဨົᒁ⫋ဨᮇᚅ࠘ࡇࡿࡍ
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第３章 労働組ྜの資᱁審査及び決ᐃ

ປാ⤌ྜࠊࡀᙜປാ⾜Ⅽࡢᩆ῭ࢆồࡿࡵሙྜࠊࡸປാጤဨࡢປാ⪅ጤဨ

ࡿࡍつᐃປാ⤌ྜἲࠊࡣ➼ሙྜࡿࡍࢆࡁ⥆ᡭࡢἲேⓏグࠊሙྜࡿࡍ⸀᥎ࢆ

㈨᱁せ௳ࡢࡇࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠸࡚ࡋࡓ‶ࢆ⏦ㄳࡓࡗ࠶ࡢປാ⤌ྜࡀ㈨᱁せ

ࠋ࠺࠸㈨᱁ᑂᰝࠖࡢྜ⤌ປാࠕࢆࡇࡿࡍᑂᰝࢆ࠺ࡿ࠸࡚ࡋࡓ‶ࢆ௳

௧㸱ᖺ୰ࡓࡗᢅࡾྲྀ㈨᱁ᑂᰝࡣ㸵௳࡛ࠊෆᐜࡣḟࠋࡿ࠶࡛ࡾ࠾ࡢ

ಀᒓ ⿵ṇ ᖺࠉ⩣

௳ᩘ ່࿌ 㐺ྜ 㐺ྜ ᡴษࡾ ྲྀୗࡆ ⧞㉺ࡋ

ᙜປാ⾜Ⅽ 2 2

ἲேⓏグ

ጤဨ᥎⸀ 5 5

⥲ࡢỴ㆟

ィ 7 5 2

終結≧ἣ
༊ศ
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２ 事௳のᴫせ
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ྜ⤌ே❧⏦ࡧே⤌ྜཬ❧⏦ࠊࡵㄆࢆࡇࡿ࠶࡛࠸ᢅྲྀ┈ࢆࡇࡓࡗ࡞

ဨㅰ⨥ࠋࡇࡿࡍᙜປാ⾜Ⅽㄆᐃࢆࡇࡓࢀࡉ☜ㄆᩥࡿࡍ᭩ࡢᥖ♧ࠋ
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㸦ࢧ㸧⿕⏦❧ேࠊࡣኚ᭦ࡓࢀࡉᴗົయไࠊࢆᚑ๓ࡢయไᡠࠋࡇࡍ

࢚ ⏦❧࡚のᴫせ

㸦㸧┈ྲྀᢅ࠸(ປാ⤌ྜἲ➨7᮲➨1ྕ)

⏦❧ே⤌ྜࡢࢡ࣮࣒࣮࣡ࢳࠊࡣḞዴࠊ࡚ࡋ⏤⌮ࢆ࡞⿕⏦❧ேࡢᴗົ

ᙜࠊࡣே❧⏦⿕ࠊ௧ඖᖺ9᭶ࠊࢁࡇࡓࡗ࡞ࡏࡉཧຍࢆே⤌ྜဨ❧⏦

ヱᴗົࢆᣄྰ࡚ࡋࡓࡋ㹖㸰ࡽ⏦❧ே⤌ྜဨࢆㆢ㈐ࡢᠬᡄฎศ࡞ࡿࡍ

ࠋࡓࡋ

ࠋࡿࡓᙜ࠸ᢅྲྀ┈ࡢປ⤌ἲ7᮲1ྕࠊࡣࡇࡢࡇ

㸦㸧ᅋయ΅ᣄྰࠊㄔᐇᅋ㸦ປാ⤌ྜἲ➨7᮲➨2ྕ㸧

⿕⏦❧ேࠊࡣᅋయ΅ࡢሙࠊ࡚࠸࠾࡞ᚑ᮶ࡢࡾ࠾ᅇ⟅終ጞࠊࡋ

᪂࠸ࡋᅇ⟅ࠋࡓࡗ࡞ࡋࢆ

㛤ദࡣ࡛⛬᪥ࡢᕼᮃࡾࡓࢃᅇᩘ「ࠊࡋᑐ㛤ദせồࡢ΅ᅋయࠊࡓࡲ

ฟ᮶࠸࡞ᅇ⟅ࠊࡋ⏦❧ே⤌ྜࡀປാጤဨࢇࡏࡗ࠶⏦ㄳࡶࢆࡇࡓࡋ

ࠋࡓࡋ▱㏻࠸࡞ࡀពࡿࡍ΅ᅋయ࡛ࡢࡓࡡጤࢆၥ㢟ゎỴ⪅୕➨ࠊ࡚ࡗ

ປ⤌ἲ7ࠊࡾ࠶ㄔᐇᅋ࡛ࡧᅋᣄྰཬ࠸࡞ࡢ⏤⌮࡞ṇᙜࠊࡣࡇࡢࡇ

᮲2ྕࡢᙜປാ⾜Ⅽᙜࠋࡿࡓ

㸦࢘㸧ᨭ㓄ධ(ປാ⤌ྜἲ➨7᮲➨3ྕ)

ᖹᡂ30ᖺ10᭶௨㝆ࠊ⿕⏦❧ேࠊࡣ⏦❧ே⤌ྜဨࡽᇳᣉࡽྜ⤌⬺㏥

ࠋࡓࡋ࡞ࡿࡍᣢཧࢆ㏥ᒆ⬺ྜ⤌ࡢ11ྡศࠊᖺ12᭶ྠࠊࡅࢆᅽຊ࠺ࡼࡿࡍ

ᖹᡂ31ᖺ3᭶ࠊ⏦❧ே⤌ྜࠊࡀ㐣༙ᩘ௦⾲⪅㑅ᣲࡢᘏᮇࢆせㄳࡶࡓࡋ

ࠋࡓࡋᐇࢆ㑅ᣲࡢ⪅⾲㐣༙ᩘ௦࡚ࡋᑟࡀே❧⏦⿕ࠊࡎࡽࢃ

ᙜປാ⾜Ⅽࡢປ⤌ἲ7᮲3ྕࠊࡾ࠶ᨭ㓄ධ࡛ࡢྜ⤌ࠊࡣࡇࡢࡇ

ᙜࠋࡿࡓ

࢜ 審査⤒㐣

௧ඖᖺ㸷᭶24᪥ ᑂᰝࡢᐇ⾜☜ಖࡢᥐ⨨່࿌⏦❧࡚

௧ඖᖺ10᭶23᪥ ㆟࣭Ỵᐃ㸦ᐇຠ☜ಖࡢᥐ⨨່࿌ࠋ࠸࡞ࢃ⾜ࡣ㸧

௧ඖᖺ10᭶25᪥ ᑂᰝࡢᐇຠ☜ಖࡢᥐ⨨່࿌⏦❧࡚㛵ࡿࡍ㏻▱

௧ඖᖺ11᭶22᪥㹼௧2ᖺ9᭶10᪥ ➨1ᅇ㹼➨7ᅇㄪᰝ

௧ 2ᖺ11᭶ 4᪥࣭5᪥ ➨1ᅇ࣭➨2ᅇᑂၥ

௧ 3ᖺ 2᭶19᪥ ྜ㆟࣭௧Ỵᐃ

௧ 3ᖺ 3᭶ 3᪥ ௧᭩㸦㸧
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࢝ 令のᴫせ

ᮏ௳⏦❧࡚ࡶࢀࡎ࠸ࢆᲠ༷ࠋࡿࡍ

㸦㸧┈ྲྀᢅ࠸(ປാ⤌ྜἲ➨7᮲➨1ྕ)

⏦❧ே⤌ྜဨࡽᑐࡿࡍㆢ㈐ฎศࠕࠊࡣṇᙜࠖ࡞⤌ྜάື࠸࡞࠼࠸ࡣ

⏦❧ேࡢࡽᴗົᚑᣄྰࡽ➼ࡇࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡼ┈ྲྀᢅࡣ࠸ヱ

ᙜࠋ࠸࡞ࡋ

㸦㸧ᅋయ΅ᣄྰࠊㄔᐇᅋ㸦ປാ⤌ྜἲ➨7᮲➨2ྕ㸧

ᅋయ΅⮬యࡣ㛤ദࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉ⏦❧ேࡢࡽせồᑐࡋ⿕⏦❧ேࡽ

㏲୍ᅇ⟅ࡶࡿࡍᑐᛂࠊࡽࡇࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࡶㄔᐇᅋࡣヱᙜࡋ

ࠋ࠸࡞

㸦࢘㸧ᨭ㓄ධ(ປാ⤌ྜἲ➨7᮲➨3ྕ)

⬺㏥ᒆࢆ⏦❧ே⤌ྜᣢཧࡓࡋⅬࠊࡣ࡚࠸࠾ᅋయ΅ࡀỴࡇࡿࡍ

ࡿ࠸࡚ࡋㄆ㆑ࡀே❧⏦⿕࡚࠸ࡘᙜヱᣢཧ⾜Ⅽࠊࡇࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡃ࡞

ドᣐࠊࡽ➼ࡇ࠸࡞ࡣ⿕⏦❧ே⏦❧ேࢆ᎘ᝏࡿࡍពᛮࡣㄆࡎࢀࡽࡵᨭ

㓄ධࠋ࠸࡞ࡽࡓ࠶ࡣ

㐣ᛶᛴࡣᑐᛂࡢ㐃୍ࡢே❧⏦⿕ࠊࡣ࡚࠸ࡘ㐣༙ᩘ௦⾲⪅㑅ᣲࠊࡓࡲ

⤌ࡣࡇࡢࡇࠊࡀ࠸ࡓࡀ࠸ゝࡣࡿ࠸࡚ࢀࡉಖド༑ศࡀᶵࡢ⿵ೃ❧ࡂ

ྜဨࡎࡽ࡞ࡳࡢᚑᴗဨྠࡶᵝࡽࡉࡇࠊ࠼࠸ࡀࡇࡢ⤌ྜཬࡧ⤌ྜဨ

ࡋヱᙜᨭ㓄ධࡽ➼ࡇ࠸࡞࠼࠸ࡣࡓࡗᢅ┈ࡳࡢ࡚ࡋᑐ

ࠋ࠸࡞
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㸦２㸧令和２年㸦㸧第１ྕᙜ労働⾜Ⅽ事௳

 ᙜ事⪅

    ⏦ ❧ ே  㹖㸱ປാ⤌ྜ

    ⿕⏦❧ே  㹗㸰ἲே

 ⏦❧年᭶᪥

    ௧2ᖺ11᭶2᪥

࢘ ㄳồするᩆ῭ෆᐜ㸦せ᪨㸧

㸦㸧㸿⤌ྜဨࢆ♫ဨⓏ⏝ࠊࡋⓏ⏝ࡢ࡛ࡲᮇ㛫࡚࠸ࡘዎ⣙♫ဨ♫ဨࡢ⤥

ࡢᕪ㢠ࢆᨭᡶࠋࡇ࠺

㸦㸧㹀⤌ྜဨ᪼ࢆ᱁ࠋࡇࡿࡏࡉ

࢚ ⏦❧࡚のᴫせ

㸦㸧┈ྲྀᢅ࠸㸦ປാ⤌ྜἲ➨7᮲➨1ྕ)

   㸿⤌ྜဨ࡚࠸ࡘ

࣭㸿⤌ྜဨࠊࡣᖹᡂ26ᖺ11᭶ࠊ⿕⏦❧ே࡚ࡋࢺࣂࣝධ♫ࠊࡋᖹ

ᡂ27ᖺ2᭶ࠊዎ⣙♫ဨࠋࡓࡗ࡞㸿⤌ྜဨࡣࡢᚑᴗဨẚ㍑࡚ࡋ㐯Ⰽ

ࡃ࡞4ᖺ⛬ᗘၥ㢟ࡶ࡚ࡃ㛗ࡀᚑᴗဨࡢࠊࡀࡓࡁ࡚ࡋົ┠㠃┿ࡃ࡞

ົࡤࢀࡍ♫ဨⓏ⏝ࡿࢀࡉ୰ࠊ⌧ᅾ࡛ࡲ㛗ᮇ㛫♫ဨⓏ⏝ࢆᣄྰ࡚ࢀࡉ

ࠋࡿ࠸

ࡁࡓࢀࡽࡌࢆື␗ࡢົሙᡤࡽே❧⏦⿕ࠊࡀ㸿⤌ྜဨࠊࡣࢀࡇ࣭

ⓗ⌮ྜࡢࡑࠊࡋᣄྰࢆື␗ࠊ࡚࠸࠾΅ᅋయࠊࡋຍධே❧⏦ࠊ

ࠊࡾ࠶࡛ࡽࡓࡵồࢆㄝ᫂ࡶ࡚࠸ࡘ⏝ဨⓏ♫ࠊࡓࡲࠊࡵồࢆㄝ᫂࡞

┈ྲྀᢅ࠸ᙜࠋࡿࡓ

   㹀⤌ྜဨ࡚࠸ࡘ

   ࣭㹀⤌ྜဨࠊࡣᖹᡂ27ᖺ1᭶ࠊ⿕⏦❧ே࡚ࡋࢺࣂࣝධ♫ྠࠊࡋᖺ

4᭶ࠊዎ⣙♫ဨࡢࡑࠋࡓࡗ࡞ᚋࠊᖹᡂ31ᖺ4᭶ࠊ㹀⤌ྜဨࡣ♫ဨⓏ⏝

♫ࠊࡾ࠶ࡀ⫋ᙺࡢୖࠊࡣ✀⫋ࡓࢀࡉ⏝ဨⓏ♫ࡀ㹀⤌ྜဨࠋࡓࢀࡉ

ဨⓏ⏝ࡢ⪅ࡓࢀࡉከ1ࡀࡃᖺ⛬ᗘ࡛ୖࡢᙺ⫋᪼᱁ࠋࡿࡍ㹀⤌ྜဨࡢ

ົែᗘࠊ⬟ຊၥ㢟ࡣࡇ࠸࡞⿕⏦❧ேࡶㄆ㆑ࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋ㹀⤌ྜ

ဨࡣ⌧ᅾ᪼ࡶ᱁ࡀぢ㏦ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ

ࠊ࡛ࡢࡓࢀࡉῶ㢠ࡀ⤥ᇶᮏྠࡿࢀࡉ⏝ဨⓏ♫ࡀ㹀⤌ྜဨࠊࡣࢀࡇ࣭

⏦❧ேຍධࠊࡋᅋయ΅ࠊࡾ࠶࡛ࡽࡓࡗ⾜ࢆ┈ྲྀᢅ࠸ᙜࡓ

ࠋࡿ

࢜ 審査⤒㐣

  ௧2ᖺ12᭶21᪥㹼௧3ᖺ6᭶22᪥ ➨1ᅇ㹼➨5ᅇㄪᰝ

௧3ᖺ 8᭶17᪥࣭10᭶6᪥ ➨1࣭2ᅇゎ 㒊ゎྲྀࡢ࡚❧⏦ࠊୗࡆ
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㸦３㸧令和３年㸦㸧第１ྕᙜ労働⾜Ⅽ事௳

 ᙜ事⪅

    ⏦ ❧ ே  㹖㸲ປാ⤌ྜ

                    㹖㸳ປാ⤌ྜศ㛗

    ⿕⏦❧ே  㹗㸱ἲே

 ⏦❧年᭶᪥

    ௧3ᖺ6᭶17᪥

࢘ ㄳồするᩆ῭ෆᐜ㸦せ᪨㸧

㸦㸧ᐃᖺᚋ㞠⏝ᣄྰྲྀࢆᾘࠊࡋ⌧⫋ࡌྠປാ᮲௳࡛ᖐࠋࡇࡿࡏࡉ

㸦㸧⫋ሙᖐࡢ࡛ࡲࡿ⮳㈤㔠┦ᙜ㢠ࢆᨭᡶࠋࡇ࠺

㸦࢘㸧⏦❧ேㅰ⨥ᩥࢆࠊࡶࡿࡍ⿕⏦❧ேࡢ⋞㛵ᥖ♧ࠋࡇࡿࡍ

࢚ ⏦❧࡚のᴫせ

㸦㸧┈ྲྀᢅ࠸㸦ປാ⤌ྜἲ➨7᮲➨1ྕ)

⿕⏦❧ேࠊࡣᐃᖺ㏥⫋ࢆ㏄ࡿ࠼⤌ྜဨᑐࠊࡋ㏥⫋๓ࡾࡼⴭࡃࡋప࠸㈤

㔠ࠊ⏦❧ேࡢពࡿࡍ⫋✀ኚ᭦ࠊ㐌35㛫࣒ࢱࢺ࣮ࣃࡢົࡢኚ᭦

➼┈࡞ᐃᖺᚋ㞠⏝ࡢປാ᮲௳ࢆᥦ♧ࠊࡓࡲࠋࡓࡋ␗㆟࡛ୖࡓࡵ␃ࢆ

  ࠋࡓࡋᣄྰࡀே❧⏦⿕ࢆ⏝ᐃᖺᚋ㞠ࡢဨྜ⤌ࡓࡋᕼᮃࢆ⏝ᐃᖺᚋ㞠ࡢ

ࠋࡿࡓᙜ࠸ᢅྲྀ┈ࡢປ⤌ἲ7᮲1ྕࠊࡣࡇࡢࡇ

㸦㸧ᨭ㓄ධ㸦ປാ⤌ྜἲ➨7᮲➨3ྕ)

⿕⏦❧ேࡿࡼ㞠⏝ᣄྰࡾࡼ⤌ྜဨࢆ㝖ࡇࡿࡍཬୖࡧグ┈

ࡀ࡞ࡘᙅయࡢྜ⤌ປാࠊࡾ࡞ጾᄐࡢ⪅ປാࡸဨྜ⤌ࡢࡣ࠸ᢅྲྀ

ࠋࡿࡓᙜᨭ㓄ධࡢປ⤌ἲ7᮲3ྕࠊࡵࡓࡿ

࢜ 審査⤒㐣

  ௧3ᖺ10᭶5᪥ ࡆୗྲྀࡢ࡚❧⏦
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第㸴章 ᙜ労働⾜Ⅽᩆ῭⏦❧事௳の審査

ᙜປാ⾜Ⅽᩆ῭⏦❧௳ࡿࡅ࠾ᒣ┴ປാጤဨࡢ௧㸦ᩆ῭࣭Რ༷㸧

ཪࡣỴᐃ㸦༷ୗ㸧࡚࠸ࡘ᭹ࡿ࠶ࡢᙜ⪅ࠊࡣ୰ኸປാጤဨᑂᰝࡢ⏦

ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇ࠺⾜ࢆ࡚❧

௧㸱ᖺ୰ᒣ┴ປാጤဨಀࡿᑂᰝ௳࡚ࡋ୰ኸປാጤဨྲྀࡀ

⾲㸦➨㸲ࡓࡗ࠶࡛௳㸯ࡣ௳ࡓࡗᢅࡾ ᑂᰝ௳୍ぴ⾲ ཧ↷㸧ࠋ
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ࠋࡓࡗ࡞ヱᙜࡣ௳ࡓ

第㸶章 බ┈事ᴗࡅ࠾る争㆟⾜Ⅽண࿌㐪対するฎ⨩ㄳồ

බ┈ᴗࢆႠࡴᴗᡤ࡚࠸࠾த㆟⾜Ⅽ࠺⾜ࢆሙྜࡢࡑࠊࡣᙜ⪅ࡣத㆟

⾜Ⅽࡿࡍ࠺ࡼࡋࢆ᪥ࡢᑡ10ࡶࡃ࡞᪥๓ࠊ࡛ࡲປാጤဨ▱ࡢࡑ᪨

ࢃࡿࡍ㐪ࢀࡇࡀປാጤဨࠊ㸦➨10❶ཧ↷㸧ࡎࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ▱㏻ࢆ
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第10章 බ┈事ᴗࡅ࠾る争㆟⾜Ⅽண࿌㏻知のཷ⌮

１ ᴫせ

බ┈ᴗ࡚࠸࠾த㆟⾜Ⅽࡿࡍ࠺ࡼࡋࢆሙྜࠊࡣᙜ⪅10ࡣ᪥๓ࠊ࡛ࡲ

ປാጤဨ▱ࡢࡑ᪨ࢆ㏻▱㸦த㆟⾜Ⅽண࿌㏻▱㸧ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ

த㆟⾜ⅭࡀⓎ⏕ࡿ࠸࡚ࡋ≧ែཪࡣⓎ⏕ࡿࡍᜍࡿ࠶ࡀࢀ≧ែࢆປാத㆟ࠊ࠸࠸

බ┈ᴗಀࡿປാத㆟ࡀⓎ⏕ࠊࡣࡁࡓࡋປാጤဨࡢࡑࡸ㏿ࡣᐇࢆ

ㄪᰝࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ

２ ฎ⌮≧ἣ

௧㸱ᖺ୰ࡓࡋ⌮ཷத㆟⾜Ⅽண࿌㏻▱ࡣḟ⾲ࡾ࠾ࡢ㸰௳࡛ࡒࢀࡑࠊࡾ࠶

ࠋࡓࡗ⾜ࢆᐇㄪᰝࢀ

ᒣẸ་⒪ᶵ㛵
ປാ⤌ྜ

1,060 ㈤ୖࠊࡆኟᏘ୍㔠➼ R3.2.24 ࡾ࠶

ᒣẸ་⒪ᶵ㛵
ປാ⤌ྜ

1,060 ᖺᮎ୍㔠➼ R3.10.19 R3.12.3 ゎỴ ࡾ࠶

ͤ✵ḍ㸸௧�ᖺ��᭶��᪥⌧ᅾ終結ࠋࡵࡓ࠸࡞࠸࡚ࡋ

௧㸱ᖺத㆟⾜Ⅽண࿌㏻▱⪅ཬࡧᐇㄪᰝ結ᯝ୍ぴ⾲

㏻ࠉ▱ࠉ⪅
⤌ྜ
ဨᩘ

΅㡯 ㏻▱᪥
ປാத㆟
終結᪥

終結
⏤

த㆟
⾜Ⅽ
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第11章 争㆟⾜ⅭⓎ⏕ᒆのཷ⌮

１ ᴫせ

த㆟⾜ⅭࡀⓎ⏕ࠊࡣࡁࡓࡋᙜ⪅ࡕ┤ࡣປാጤဨࡣࡓࡲ▱ࡢࡑ᪨

ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ฟࡅᒆࢆ

ࢆ⌮ཷࡢத㆟⾜ⅭⓎ⏕ᒆࡀປാጤဨࠊ࡚࠸࠾ᴗࡢබ┈ᴗ௨እࠊ࠾࡞

ዎᶵᙜヱᴗಀࡿປാத㆟ࡢⓎ⏕ࡾ▱ࢆᚓࠊࡣࡁࡓປാጤဨࡣᚲせ

ࠋࡿࡍㄪᰝࢆᐇࡢࡑࡌᛂ

２ ฎ⌮≧ἣ  

௧㸱ᖺ୰ࡓࡋ⌮ཷத㆟⾜ⅭⓎ⏕ᒆࡣḟ⾲ࡾ࠾ࡢ㸰௳࡛ࠋࡓࡗ࠶

ᥦฟࡀ▱த㆟⾜Ⅽண࿌㏻๓ࠊࡾ࠶த㆟࡛ࡿಀබ┈ᴗࡶࢀࡎ࠸ࠊ࠾࡞

㸦➨10❶ཧ↷㸧ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ

ᒣẸ་⒪ᶵ
㛵ປാ⤌ྜ

1,060 ㈤ୖࠊࡆኟᏘ୍㔠➼ R3.2.24 R3.3.11 ࡾ࠶

ᒣẸ་⒪ᶵ
㛵ປാ⤌ྜ

1,060 ᖺᮎ୍㔠➼ R3.10.19 R3.11.5 R3.12.3 ゎỴ ࡾ࠶

ͤ✵ḍ㸸௧�ᖺ��᭶��᪥⌧ᅾ終結ࠋࡵࡓ࠸࡞࠸࡚ࡋ

௧㸱ᖺத㆟⾜ⅭⓎ⏕ᒆฟ⪅ཬࡧᐇㄪᰝ結ᯝ୍ぴ⾲

㏻ࠉ▱ࠉ⪅
⤌ྜ
ဨᩘ

΅㡯
த㆟⾜Ⅽ
ᐇ᪥

ປാத㆟
終結᪥

終結
⏤

த㆟
⾜Ⅽ

ᒆฟ᪥
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第12章 労働争㆟の調整

１ 事௳のฎ⌮≧ἣ

ປാ⤌ྜ⏝⪅ࡢ㛫࡛ປാ᮲௳ࡸປ㛵ಀ㛵ࡿࡍヰྜࡀ࠸㐍ࠊࡎࡲ⮬

ⓗ࡞ゎỴࡶ࡚ࡋ࠺ࡀᅔ㞴࡛࡚ࡋࡿ࠶ᙜ⪅ࡢࡽ⏦ㄳࡓࡗ࠶ࡀሙྜࠊ⏦

ㄳᇶ࡙ࡁປാጤဨࡣປാத㆟ࡢㄪᩚࠋ࠺⾜ࢆປാத㆟ࡢㄪᩚ᪉ἲࠊࡣ

ࠋࡿ࠶ࡀࡘ୕ࡢ௰ࠖࠕࠊㄪࠖࠕࠊࠖࢇࡏࡗ࠶ࠕ

௧㸱ᖺ୰ࡓࡗᢅࡾྲྀㄪᩚ௳ࠋࡓࡗ࡞ࡣ
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第13章 බඹ職ᴗᏳᐃᡤ対する争㆟≧ែ㛵する㏻ሗ

ປാጤဨࠊࡣබඹ⫋ᴗᏳᐃᡤᑐࠊ࡚ࡋᴗᡤྠ࡚࠸࠾┕⨭ᴗཪࡣసᴗ

ᡤ㛢㙐ࡢࢀࡑ࠾ࡿ⮳ከ࠸த㆟ࡀⓎ⏕ࡇࡿ࠸࡚ࡋཬࡧồ⫋⪅ࢆ↓ไ㝈⤂

ࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍ㏻ሗࢆࡇࡿࢀࡽࡆጉࡀゎỴࡢᙜヱத㆟ࠊ࡚ࡗࡼࡇࡿࡍ
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ࠋࡿ࡞ࡃ࡞ࡁ࡛ࡀ

௧㸱ᖺ୰බඹ⫋ᴗᏳᐃᡤ㏻ሗࠋࡓࡗ࡞ࡣࡢࡶࡓࡗ⾜ࢆ
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14章 個別的労使紛争に係るあっせん

１ 事件の処理状況

平成13年10月に「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」が施行され、

同法第20条では、地方公共団体は、個別的労使紛争に係るあっせん等の施策を

推進するよう努めることとされた。本県においては、あっせんについて、地方

自治法第180条の2の規定に基づき、当労働委員会が知事の委任を受けて実施し

ている。

令和3年中に取り扱った個別的労使紛争に係るあっせん事件は7件であり、内

容については次のとおりである。

申請日

あっせん員
指 名 日

　　処理日数は申請日から終結日までの歴日数 

3-3

事件
番号

業種
あっせん
事　　項

3-2 教育、学習支援業

①休業補償給付請求書面の事業
主欄への署名
②休業手当の支給
③解雇の撤回

終結
区分

運輸業、郵便業

①進退に係る書面提示
②休業期間中の賃金支払い
③復職後の賃金増額と定年退職
までの保証
④書面での謝罪

2 解決 R3.5.6

令和３年個別的労使紛争に係るあっせん事件一覧表

－ － 不開始 R3.3.4

あっせん員 終結日
処理
日数

11

あっ
せん
回数

3-4 医療・福祉

定年退職後の再雇用において事
務員から介護職員への配置転換
は違法な配置転換に該当すること
を理由に事務員の地位を有するこ
との確認

(公)  窪田哲也
(労)  杉原孝一
(使)  小林隆二

1

933-1 製造業

パワハラ行為を目撃した人への聞
き込み調査をした上での再調査を
求める

(公)  齋藤雅代
(労)  萩原雄二
(使)  栗山直樹

解決

－ － 不開始 R3.3.17 29

3-7 その他

①ハラスメントに対する謝罪
②確実な再発防止策の実施
③ハラスメントによって生じた精神
的苦痛に対する○円の慰謝料の
支払い

－ －

打切

3-5 金融業,保険業

①突然の雇い止めによる生活保障
②精神的苦痛に対する補償の支
払い

(公)齋藤雅代
(労)佐々木琢郎
(使)古屋哲彦

124

3-6 林業

不法行為、上司による嫌がらせ等
を解決するよう願い出ても無期限
に保留とされ退職を余儀なくされ
た。逸失利益、慰謝料、未消化有
給休暇合わせて○円の支払いを
求める

(公) 赤池幸江
(労) 窪田清
(使) 長坂正彦

R3.8.11
R3.9.8

R3.11.5

84

2

R3.12.9 32

R3.2.3
R3.3.2

R3.7.5
R3.7.28

2 解決 R3.11.2

R3.4.14
R3.5.6

R3.6.14 62

R3.11.8

R3.2.17
－

R3.2.22
－

不開始
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２ 事件の概要

（１）令和3年(個)第1号あっせん事件

ア 申 請 者 Ｘ

イ 被 申 請 者 Ｙ社

ウ 業 種 製造

エ 申 請 年 月 日 令和3年2月3日

オ あっせん員指名年月日 令和3年3月2日

カ 終 結 年 月 日 令和3年5月6日

キ 終 結 状 況 解決

ク あっせん事項 パワハラ行為を目撃した人への聞き込み調査をした上で

の再調査を求める

ケ あ っ せ ん 員 （公）齊藤雅代 （労）萩原雄二 （使）栗山直樹

コ 申請に至るまでの経過

平成26年10月から平成27年12月まで、ＸはＹ社東京営業所に配属された。

東京営業所に在籍中、上司であるＹ1部長から、威圧的、感情的、支配的な扱

い、罵倒や叱責といったパワハラ行為を受け、うつ病と診断された。

平成29年1月、ＸはＹ1部長のパワハラ行為について、現在在籍している山

梨県内の事業所の相談窓口担当者である従業員Ｙ2に相談したが、パワハラ行

為の目撃者への調査は行われず、当事者への聴き取りだけで「パワハラの可

能性は低く、パワハラはなかった」と結論付けられた。また、ＸはＹ2から脅

しのような言葉をかけられた。

令和2年7月末、Ｘは一連のＹ2の対応への不満について、Ｙ社本社の相談窓

口担当者への相談を開始し、同年12月までやりとりをしたものの、その対応

にも不信感を抱くに至った。

令和3年2月3日、Ｘは本労働委員会にあっせん申請書を提出した。

サ あっせん申請後の経過

令和3年3月18日 第1回あっせんを開催した。

（Ｘの主張）

あっせん事項であるパワハラ行為の再調査に着手する前提として、Ｙ2の

対応に係るＸが示す疑義について、本あっせんの場でＹ2本人が回答してほ

しい。
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（Ｙ社の主張）

Ｙ2の対応についても、会社が組織として調査を行った上で、事実に基づ

いて回答すべき事柄であり、Ｙ2本人の個人的な認識で回答すべきではない

ため、本あっせんの場でＹ2本人から直接回答させることは、困難である。

（あっせん員の対応）

あっせん員はＸに対し、Ｙ2の対応はパワハラ行為の再調査に関連する事

柄であるから、Ｙ2の対応の調査を、パワハラ行為の再調査の前提ではなく、

再調査自体の対象範囲に含めることを提案した。

令和3年5月6日 第2回あっせんを開催した。

（Ｘの主張）

Ｙ2の対応の調査を、パワハラ行為の再調査の前提とせずに別個の調査とし

て捉え、その上でパワハラ行為の再調査を先に進めることは、構わない。

なお、本あっせんの会社側担当者であるＹ3は、Ｙ2の対応当時、Ｙ2の上司

であったことに気づき、Ｙ3がＹ2の対応に関与していたのではないかと疑念

を持った。

よって、パワハラ行為の再調査を行う際の担当者からＹ3を外してほしい。

また、Ｙ2の対応に係るＸが示す疑義については、あくまでＹ2の対応の調査

の前に、Ｙ2本人の回答が困難であるならば、Ｙ3本人が回答してほしい。仮

に、その回答に納得できれば、必ずしもＹ2の対応を調査する必要はない。

（Ｙ社の主張）

  パワハラ行為の再調査の過程で、会社は組織としてハラスメント行為の有

無と併せて、Ｙ2の対応についても調査し、事実を認定することとなるが、確

かに、Ｘの疑念どおりである可能性もある。そうすると、Ｙ3本人も調査対象

となることから、パワハラ行為の再調査の担当者からＹ3を外すことする。

  しかしながら、いずれの場合であっても、事実認定の前段階で、Ｙ2の対応

に係るＸの疑義についてのみ、先に回答することはできない。

（あっせん員の対応）

あっせん員は、Ｙ2の対応の調査を、パワハラ行為の再調査自体の対象範

囲に含めることとするよう、Ｘへ説得を行った。

Ｘがあっせん員の説得に応じたため、あっせん案を締結した。
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あっせん案（要旨）

１ Ｙ社は、本件紛争に至ったことについて、適切に再調査を行う。

２ Ｙ社は、Ｘが事業所の相談窓口へ相談した際のＹ2の対応の是非につい

て、前条の再調査に含める。

３ Ｙ社は再調査に関する担当者を、本あっせん後、本件の経緯に直接関係

のない者に変更する。

４ Ｙ社は、再調査をＺ法律事務所に委託する。なお、受託者は中立公平な

第三者として再調査を行う。

５ 再調査は、本あっせん後、速やかに開始する。
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（２）令和3年(個)第2号あっせん事件

ア 申 請 者 Ｘ

イ 被 申 請 者 Ｙ社

ウ 業 種 学習支援業

エ 申 請 年 月 日 令和3年2月17日

オ あっせん員指名年月日 ―

カ 終 結 年 月 日 令和3年3月17日

キ 終 結 状 況 不開始

ク あっせん事項  ①休業補償給付請求書面の事業主欄への署名

③休業手当の支給

③解雇の撤回

ケ あ っ せ ん 員 ―

コ 申請に至るまでの経過

平成28年5月 ＸはＹ社の会員を送迎する運転手として採用された。

当時、フロントの別職員がごみ捨てなどの清掃業務を行っていたが、当該

職員が腕を負傷後は、Ｘがそれらの業務を行うようＹ社から指示を受けた。

令和元年3月13日 同日付けで初めて労働条件通知書が交付されたが、従事

すべき業務として運転手として採用されたにもかかわらず、運転手に加え清

掃業務も記載されていた。また、同時に示されたタイムスケジュール表はＸ

の勤務状況の実態とは異なっており、なおかつごみ捨て業務も記載されてい

た。

令和元年6月 Ｙ社はＸに意見を聴くことなく就業規則を定め、令和2年4月

以降は、運転業務がなくなり清掃業務だけを行うこととされた。

令和2年4月1日 Ｘは清掃中にトレーニング器具を移動させたところ、器具

が非常に重かったことから腰を痛め、後日受診した結果「急性腰痛症」で全

治１ヶ月と診断された。

その後6月23日、24日に出勤したものの、休職（欠勤）している状態とな

った。

令和2年7月 Ｘは不当な配置転換（運転手→清掃業務）について労働審判

の申立てを行った。

令和2年12月22日付けでＹ社から内容証明郵便が届き、Ｘは普通解雇され

た。

令和3年2月17日 Ｘは本労働委員会にあっせんを申請した。
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サ あっせん申請後の経過

令和3年2月19日 被申請者にあっせん申請があった旨連絡したところ、あ

っせんの応諾については顧問弁護士と協議の上決定する旨

の回答があった。

3月 4日 被申請者から、本件は裁判で争うためあっせんは受けな

い旨の回答があった。

3月17日 被申請者から、あっせんは受けない旨の通知があった。

             会長は本件の不開始を決定した。
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（３）令和3年(個)第3号あっせん事件

ア 申 請 者 Ｘ

イ 被 申 請 者 Ｙ社

ウ 業 種 卸売・小売

エ 申 請 年 月 日 令和3年2月22日

オ あっせん員指名年月日  ―

カ 終 結 年 月 日 令和3年3月4日

キ 終 結 状 況 不開始

ク あっせん事項 ①強要による休職期間終了後の職場復帰の可否について、

書面で提示すること

②休業期間中の賃金を支払うこと

③復職後の賃金について労働審判における合意書の内容

を加味した賃金とし定年退職まで補償すること

④会社及び顧問弁護士による嫌がらせ的通知書について、

書面で謝罪すること

ケ あ っ せ ん 員 ―

コ 申請に至るまでの経過

Ｘは令和元年6月～7月 腰痛で1～3日の有給休暇を取得したところ、社長か

ら安全配慮義務の履行を理由に8月1日から休業させられた。

その後、労災申請をするよう依頼したが必要書類への証明はしてもらえず、

健康保険の傷病手当に関する手続きの際も会社印を押印してもらえなかった。

令和元年8月以降 社長に対し職場復帰に関して何度か連絡をしたが、全く

返事がなかった。

その他、Ｙ社及び顧問弁護士から、未払賃金に係る労働審判において受領

した解決金に対し、過去の年末調整の追加徴収金額としてＹ社から数万円を

請求され、また、顧問弁護士から無断欠勤した旨を書面で通知されるなどの

嫌がらせを受けた。

  労働局のあっせんを利用したが、Ｙ社の不応諾により打切られた。

令和3年2月22日 Ｘは本労働委員会にあっせんを申請した。

サ あっせん申請後の経過

令和3年3月1日 被申請者にあっせん申請があった旨連絡したところ、あっ

せんの応諾については、顧問弁護士と協議の上決定する旨の

回答があった。
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サ あっせん申請後の経過

令和3年2月19日 被申請者にあっせん申請があった旨連絡したところ、あ

っせんの応諾については顧問弁護士と協議の上決定する旨

の回答があった。

3月 4日 被申請者から、本件は裁判で争うためあっせんは受けな

い旨の回答があった。

3月17日 被申請者から、あっせんは受けない旨の通知があった。

             会長は本件の不開始を決定した。
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3月2日 被申請者代理人から、本件は申請者代理人と裁判も視野に

入れ交渉を開始していることから、あっせんは受けない旨の

回答があった。

3月4日 被申請者代理人から、あっせんは受けない旨の通知があっ

た。

会長は本件の不開始を決定した。
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（４）令和3年(個)第4号あっせん事件

ア 申 請 者 Ｘ

イ 被 申 請 者 Ｙ社

ウ 業 種 医療・福祉

エ 申 請 年 月 日 令和3年4月14日

オ あっせん員指名年月日  令和3年5月6日

カ 終 結 年 月 日 令和3年6月14日

キ 終 結 状 況  打切り

ク あっせん事項 Ｘの定年退職後の再雇用において、事務員から介護職員

へ配置転換したことが、違法な配置転換に該当すること

を理由に、事務員の地位を有することの確認

ケ あ っ せ ん 員 （公）窪田哲也 （労）杉原孝一 （使）小林隆二

コ 申請に至るまでの経過

平成22年2月22日 ＸはＹ社に介護職の正社員として採用された。これ以

前は別会社で経理事務に９年ほど従事していた。

勤務開始後２週間程度で、前職での経験から経理の事務員として勤務す

ることとなった。

Ｘはヘルパー２級の資格を有しているが、介護の実務経験は就職後から

経理事務員となる間の２週間以外にほとんどなかった。

以後、60歳の定年となる令和3年3月までの11年間経理事務員としてＹ社

に勤務したが、その間、使用者から介護員への配置転換の打診は一切なか

った。

令和3年2月1日 定年退職に伴い再雇用されるに当たり、ＸはＹ社に対し

て引き続き事務職での再雇用を希望する旨を伝えたが、同日Ｙ社からは介

護員として再雇用する旨の通知があった。

同日、Ｘは労働組合を設立し、3月4日、3月26日に、Ｘの配置転換は労

働契約法、高齢者雇用安定法に反しており事務員としての地位を有するこ

とを内容とする団体交渉を実施した。

令和3年4月14日 Ｘは本労働委員会にあっせんを申請した。

サ あっせん申請後の経過

令和3年6月14日 第1回あっせんを開催した。

（Ｘの主張）

介護員として再雇用されることは考えておらず、また、金銭的解決も
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考えていない。

職種の変更についてはこれまで言われたことがなく、介護員の経験は殆

どないに等しい。

仕事にプライドがあり傷付けられた。これを回復したい。

（Ｙ社の主張）

再雇用の条件は介護員であり、あっせん員から提示のあった、事務員と

して引き継ぎを行いながら介護員として勤務するというような兼務案は考

えられない。

介護員とする理由について、事務員の若返りだけでなく、Ｘの能力や規

範意識といった、これまでの就業に関わる部分に問題があったことも一因

である。

金銭的解決も視野に入れているが、違法なことはしておらず、手厚い提

案をしていると思っているため、解決金について過大なものは考えていな

い。

（あっせん員の対応）

あっせん員は、介護員での復職、金銭的解決も考えていないというＸに

対し、あっせんは、事態を収めるためにお互い主張した上で譲歩して折り

合いを付けるものであり、金銭的解決も一考ではないかと提案した。

一方、Ｙ社に対しては、事務員と介護員の兼務案が可能か再度確認する

とともに、Ｘは使用者に対する嫌悪感が強く、このままでは和解が望めな

いこと、Ｙ社はこれまでのＸの事務処理ミスや素行等に対してその都度適

切に対処してきたとは言えず、金銭解決の場合、ある程度の負担は避けら

れないことを伝えた。

（結論）

  あっせん員の説得の結果、Ｘは金銭的解決には応じず、事務員として

の再雇用しか考えられない旨主張し、Ｙ社はＸの事務員としての再雇用

はできない旨主張した。

  以上のことから、あっせん員は、当事者の主張が平行線であり妥協点

を見出すことが極めて困難で解決の見込みがないと判断し、打切りを決

定した。
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考えていない。

職種の変更についてはこれまで言われたことがなく、介護員の経験は殆

どないに等しい。

仕事にプライドがあり傷付けられた。これを回復したい。

（Ｙ社の主張）

再雇用の条件は介護員であり、あっせん員から提示のあった、事務員と

して引き継ぎを行いながら介護員として勤務するというような兼務案は考

えられない。

介護員とする理由について、事務員の若返りだけでなく、Ｘの能力や規

範意識といった、これまでの就業に関わる部分に問題があったことも一因

である。

金銭的解決も視野に入れているが、違法なことはしておらず、手厚い提

案をしていると思っているため、解決金について過大なものは考えていな

い。

（あっせん員の対応）

あっせん員は、介護員での復職、金銭的解決も考えていないというＸに

対し、あっせんは、事態を収めるためにお互い主張した上で譲歩して折り

合いを付けるものであり、金銭的解決も一考ではないかと提案した。

一方、Ｙ社に対しては、事務員と介護員の兼務案が可能か再度確認する

とともに、Ｘは使用者に対する嫌悪感が強く、このままでは和解が望めな

いこと、Ｙ社はこれまでのＸの事務処理ミスや素行等に対してその都度適

切に対処してきたとは言えず、金銭解決の場合、ある程度の負担は避けら

れないことを伝えた。

（結論）

  あっせん員の説得の結果、Ｘは金銭的解決には応じず、事務員として

の再雇用しか考えられない旨主張し、Ｙ社はＸの事務員としての再雇用

はできない旨主張した。

  以上のことから、あっせん員は、当事者の主張が平行線であり妥協点

を見出すことが極めて困難で解決の見込みがないと判断し、打切りを決

定した。
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（５）令和3年(個)第5号あっせん事件

ア 申 請 者 Ｘ

イ 被 申 請 者 Ｙ社

ウ 業 種 金融業、保険業

エ 申 請 年 月 日 令和3年7月5日

オ あっせん員指名年月日 令和3年7月28日

カ 終 結 年 月 日 令和3年11月5日

キ 終 結 状 況 解決

ク あっせん事項 ①突然の雇い止めによる生活保障

②精神的苦痛に対する補償の支払い

ケ あ っ せ ん 員 （公）齋藤雅代 （労）佐々木琢郎 （使）古屋哲彦

コ 申請に至るまでの経過

平成29年10月1日 ＸはＹ社に有期雇用の臨時職員として採用され、令和3年

3月31日まで基本的に半年毎に契約を更新した（７回更新、３年半勤務）。

令和2年秋頃 役員から今後の契約（令和3年4月以降）について希望を確認

され、引き続き雇用を希望する旨を伝えた。

令和3年1月頃 支所長から「来年度も仕事を手伝ってほしい。」等と言われ、

Ｘは引き受ける旨を回答した。

令和3年2月17日 支所長から掌を返したように「辞めて欲しい」と言われ、

この時「はい」と言ってしまった。

令和3年3月31日 契約期間満了により退職となった。

4月21日 ＸからＹ社へ慰謝料等を要求する旨の通知書を送付した。

4月26日 Ｙ社からＸへ面談を行う旨通知した。（6月9日面談実施）

6月25日 Ｙ社からＸへ要求事項に応じることができない旨通知した。

6月28日 Ｘは本労働委員会に労働相談を行った。

7月 5日 Ｘは本労働委員会にあっせん申請書を提出した。

サ あっせん申請後の経過

令和3年9月21日 第1回あっせんを開催した。

（Ｘの主張）

  令和2年12月頃、労働組合が人員の適正配置の関係で社員２人を配置する

ことを本所に要望したい旨を支所長に伝えており、その際に労働組合は職員

を一人一人呼び出し、臨時職員を辞めさせることの同意を取っていた。

この際、支所長からは「「Ｘさんがいないと仕事が回らない。」と労働組
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合に伝えた。だからこれからも頑張ってくださいね。」と言われたため、契

約の更新を期待した。

同時期から職場内でＸに対する嫌がらせが始まったが、支所長から必要だ

と言われていたため、嫌がらせに耐えて働き続けようと思った。

令和3年2月17日、支所長から「辞めてほしい」と言われた際、今よりも嫌

がらせがひどくなるのではないかなどと考えると、本心を言うことができず、

つい「辞めます」と言ってしまった。

現在に至るまで、気持ちとしては納得できておらず、新しい仕事にも就い

ていない。更には、体調も崩してしまった。

今声を上げないと怒りも収まらず前に進めないと思い今回の申請に至った。

（Ｙ社の主張）

人間関係の問題が無ければ、契約は更新するつもりだった。

2月17日の退職勧奨は、周りの職員からＸに退職の意向があると聞いたた

め話合いの場を設定したもの。

あっせん事項の金額は納得のいく金額ではなく、支所長が契約更新を期待

させた事実はあるが、Ｘの勤務態度にも問題があり、様々あった中で双方が

合意の上、契約期間満了で退職となった。

退職手続きについても申請者の意向を汲んで対応しており、申請者の復職

は考えていない。

解決金として金額を支払うのであれば、契約更新を期待させたというこち

らのミスを考慮してのものである。

（あっせん員の対応）

両者の主張を確認したところ、金額に対する隔たりが大きかったため、次

回期日までに両当事者に対し歩み寄りを検討するよう促し、第１回あっせん

を終了した。

令和3年11月1日 第2回あっせんを開催した。

（Ｘの主張）

裁判は金銭的な面で負担が大きいためこのあっせんで解決したいと考えて

おり、Ｙ社が○円以上は支払わないと言うのであれば、やむを得ない。

必要な時は会社に居てもらわないと困るなどと言い、不要となったら切り

捨てる、会社側の姿勢が許せない。
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（Ｙ社の主張）

会社としては、Ｘは３年半業務に励んできたこともあり、今回のあっせん

が不調に終わるのではなく何とか解決できないかと考えている。

ただし、双方合意の上で退職となったと思っていたところ、この様な状況

になったことから、ここで和解したとしても、今後、Ｘが裁判を起こさない

とも限らず、このことを危惧している。

（あっせん員の対応）

Ｘは体調を崩しており、今回の件を解決して気持ちを切り替えたいと言っ

ていること、また、あっせん案には清算条項が含まれるため、あっせんが成

立した場合は両者とも今回の件を蒸し返すことはできない旨をＹ社に伝えた。

その後、両当事者の主張を聞き、お互い解決を希望しており歩み寄りの姿

勢がみられたため、解決金額を提示したところ、Ｘは了承したものの、Ｙ社

は一度社に持ち帰って結論を出すこととなった。

（結論）

後日、Ｙ社から応諾する旨の回答があり、あっせん案を締結した。

あっせん案（要旨）

１ Ｙ社は、Ｘに対し、本件紛争の解決金として金○円を支払う。

２ 清算条項

３ 口外禁止条項
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（６）令和3年(個)第6号あっせん事件

ア 申 請 者 Ｘ

イ 被 申 請 者 Ｙ社

ウ 業 種 林業

エ 申 請 年 月 日 令和3年8月11日

オ あっせん員指名年月日 令和3年9月8日

カ 終 結 年 月 日 令和3年11月2日

キ 終 結 状 況 解決

ク あっせん事項 不法行為、上司による嫌がらせ等を解決するように願い

出ても無期限に保留とされ退職を余儀なくされた。逸失利

益、慰謝料、未消化有給休暇合わせて○円の支払いを求め

る。

ケ あっせん員 （公）赤池幸江 （労）窪田清 （使）長坂正彦

コ 申請に至るまでの経過

令和3年3月下旬 パワハラの行為者であるＹ1氏からのＸに対する嫌がらせ

の言動や態度がひどくなり、不眠症になった。

令和3年4月9日 上司であるＹ2氏に相談するが、職場の体質改善は無理と

のことで退職を勧められる。

令和3年4月20日 Ｙ2氏に再度相談するが、Ｙ2氏もまたＹ1氏から嫌がらせ

を受けているとの話しがあった。

令和3年4月21日 精神的肉体的に限界となり休職に至る。

令和3年4月26日 Ｙ社にＹ1氏から受けた嫌がらせについて報告し、問題の

解決または休職及び退職に対する給与補償のいずれかの対応を求めたが、回

答は後日とされた。

令和3年5月17日 一向に回答がないためＹ社に回答を求めたところ「無期

限に保留」という内容だった。

令和3年6月15日 その後もＹ社から回答はなく、退職に至った。

令和3年6月25日 Ｙ社に損害賠償請求に係る通知書を書留内容証明郵便で

送付した。

令和3年7月 7日 Ｙ社から回答書が送付された。

令和3年7月19日 回答書で要求されたパワハラの具体的内容について記載

した文書をＹ社に送付した。

令和3年8月 6日 Ｙ社Ｙ3顧問とＹ2氏、Ｘの３名で話合いを行った。その

際Ｙ社から法的手段をとるなど、公の機関を通した手続きを行うよう提案さ
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（６）令和3年(個)第6号あっせん事件

ア 申 請 者 Ｘ

イ 被 申 請 者 Ｙ社

ウ 業 種 林業

エ 申 請 年 月 日 令和3年8月11日

オ あっせん員指名年月日 令和3年9月8日

カ 終 結 年 月 日 令和3年11月2日

キ 終 結 状 況 解決

ク あっせん事項 不法行為、上司による嫌がらせ等を解決するように願い

出ても無期限に保留とされ退職を余儀なくされた。逸失利

益、慰謝料、未消化有給休暇合わせて○円の支払いを求め

る。

ケ あっせん員 （公）赤池幸江 （労）窪田清 （使）長坂正彦

コ 申請に至るまでの経過

令和3年3月下旬 パワハラの行為者であるＹ1氏からのＸに対する嫌がらせ

の言動や態度がひどくなり、不眠症になった。

令和3年4月9日 上司であるＹ2氏に相談するが、職場の体質改善は無理と

のことで退職を勧められる。

令和3年4月20日 Ｙ2氏に再度相談するが、Ｙ2氏もまたＹ1氏から嫌がらせ

を受けているとの話しがあった。

令和3年4月21日 精神的肉体的に限界となり休職に至る。

令和3年4月26日 Ｙ社にＹ1氏から受けた嫌がらせについて報告し、問題の

解決または休職及び退職に対する給与補償のいずれかの対応を求めたが、回

答は後日とされた。

令和3年5月17日 一向に回答がないためＹ社に回答を求めたところ「無期

限に保留」という内容だった。

令和3年6月15日 その後もＹ社から回答はなく、退職に至った。

令和3年6月25日 Ｙ社に損害賠償請求に係る通知書を書留内容証明郵便で

送付した。

令和3年7月 7日 Ｙ社から回答書が送付された。

令和3年7月19日 回答書で要求されたパワハラの具体的内容について記載

した文書をＹ社に送付した。

令和3年8月 6日 Ｙ社Ｙ3顧問とＹ2氏、Ｘの３名で話合いを行った。その

際Ｙ社から法的手段をとるなど、公の機関を通した手続きを行うよう提案さ
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れた。

令和3年8月11日 Ｘは本労働委員会にあっせん申請書を提出した。

サ あっせん申請後の経過

令和3年10月25日 第1回あっせんを開催した。

（Ｘの主張）

    退職に追い込まれた原因は、Ｙ1氏からのパワハラとＹ社の対応によるも

のである。パワハラにより不眠等の症状があり、自分自身が完全に傷つく前

に休職した。なお、病院は受診しておらず、診断書等はない。

Ｙ社は、Ｙ1氏のハラスメント行為に関するＸからの報告に対して、事実

確認や改善、補償による解決等のいずれの対応もとらず、回答について「無

期限に保留」とした。

Ｙ社の対応は申請者に対し多大な精神的苦痛を与え、退職せざるを得なく

なった。

（Ｙ社の主張）

Ｙ1氏からＸへの、指導の範囲を超えた嫌がらせ行為があったことは認め

る。

何らかの請求には応じざるを得ず、逸失利益分は支払うつもりである。

しかし、慰謝料を認めた場合、明らかに自社側に過失があることを認める

ことになるため難しい。

（あっせん員の対応）

  あっせん員はＹ社に対して、パワハラを認めるのであれば慰謝料を支払え

ないか検討するよう促した。

  金額に対する隔たりが大きかったため、次回期日を設定し、それまでに両

当事者に対し歩み寄りを検討するよう促し、第１回あっせんを終了した。

令和3年11月2日 第2回あっせんを開催した。

（Ｘの主張）

  金額については最低限の要求しかしておらず、Ｙ社のこれまでの不当な扱

いが許せない。

早急に解決してもらわないと慰謝料を増額せざるを得ない。

なお、金額の内訳にはこだわらない。

第 14 章

― 53 ―



第14章

- 54 -

（Ｙ社の主張）

パワハラの事実は確認できているため、ある程度の金銭の支払いはやむを

得ない。

（あっせん員の対応）

両当事者に対し、今回の事件を解決するためには金額について両者がどこ

まで歩み寄ることができるかが重要であることを示した。また、Ｙ社に対し

Ｘとの和解を進め、早急に組織の立て直しに取りかかってほしい旨を伝えた。

その後、個別折衝において両当事者の主張を聞きながら、粘り強く説得を

試みた。

（結論）

個別折衝を経て、解決金額について両当事者の合意が形成されたため、あ

っせん案を締結した。

あっせん案（要旨）

１ Ｙ社は、Ｘに対し、本件紛争の解決金として金○円を支払う。

２ 清算条項
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（Ｙ社の主張）

パワハラの事実は確認できているため、ある程度の金銭の支払いはやむを

得ない。

（あっせん員の対応）

両当事者に対し、今回の事件を解決するためには金額について両者がどこ

まで歩み寄ることができるかが重要であることを示した。また、Ｙ社に対し

Ｘとの和解を進め、早急に組織の立て直しに取りかかってほしい旨を伝えた。

その後、個別折衝において両当事者の主張を聞きながら、粘り強く説得を

試みた。

（結論）

個別折衝を経て、解決金額について両当事者の合意が形成されたため、あ

っせん案を締結した。

あっせん案（要旨）

１ Ｙ社は、Ｘに対し、本件紛争の解決金として金○円を支払う。

２ 清算条項
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（７）令和3年(個)第7号あっせん事件

ア 申 請 者 Ｘ

イ 被 申 請 者 Ｙ社

ウ 業 種 その他

エ 申 請 年 月 日 令和3年11月8日

オ あっせん員指名年月日  －

カ 終 結 年 月 日 令和3年12月9日

キ 終 結 状 況 不開始

ク あっせん事項 ①ハラスメントに対する謝罪

②確実な再発防止策の実施

③ハラスメントによって生じた精神的苦痛に対する○円の

慰謝料の支払い

ケ あ っ せ ん 員 －

コ 申請に至るまでの経過

令和3年 6月 2日 ＸはＹ社に嘱託職員として入社した。

令和3年10月11日 ＸはＹ社が開催する研修の日程調整に当たり、上司のＹ

1に優先事項等を確認した上で調整結果を直接受講対象者に伝えたところ、

Ｙ1はいきなり激高しＸに対し「おまえは！」と怒声を浴びせた。

令和3年10月13日 本部のＹ2課長との面談の中でこの件について書面を提

示し、対処を求めた。

令和3年10月19日 本部のＹ3部長とＹ4課長との面談の中でも書面を提示し、

対処を求めた。

令和3年10月29日 Ｙ2課長立ち会いの下で話し合いが行われ、Ｙ1は明確に

ハラスメントを認めたものの謝罪は無かった。

令和3年11月 8日 Ｘは本労働委員会にあっせんを申請した。

サ あっせん申請後の経過

令和3年11月12日 被申請者にあっせん申請があった旨連絡したところ、

あっせんの応諾については、顧問弁護士と協議の上決定

する旨の回答があった。

12月 8日 被申請者から、あっせんは受けない旨の通知があった。

12月 9日  会長は本件の不開始を決定した。
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３ 労働相談

個別的労使紛争に係るあっせんの利用については、県中小企業労働相談所の

労働相談を受けていることを前提としていたが、平成22年9月から労働委員会

でも労働相談を受けることとし、労働相談からあっせんへスムーズに移行でき

るようにした。

令和3年中に受け付けた労働相談件数は177件であった。また、個別労働関係

紛争処理月間である10月に、委員による出張労働相談会を実施した。

労 使 双 計

171 6 177

経営又は人事 43 43

ｱ 12 12

ｲ 1 1

ｳ 2 2

ｴ 2 2

ｵ 22 22

ｶ 1 1

ｷ 3 3

29 2 31

ｸ 7 7

ｹ 2 2

ｺ 4 1 5

ｻ 1 1

ｼ

ｽ 1 1 2

ｾ 3 3

ｿ 3 3

ﾀ 6 6

ﾁ 2 2

58 2 60

ﾂ 10 10

ﾃ 5 1 6

ﾄ 2 2

ﾅ 10 10

ﾆ 1 1

ﾇ 8 8

ﾈ 6 6

ﾉ

ﾊ 4 1 5

ﾋ 5 5

ﾌ 7 7

53 1 54

ﾍ 2 2

ﾎ 51 1 52

15 1 16

ﾏ 15 1 16

198 6 204

（注）・実件数は、受け付けた相談件数であり、1件の相談の中に紛争内容が複数ある場合は、それ

育児休業・介護休業

令和3年労働相談件数一覧表

        ぞれの項目に計上し、その合計を延べ件数としている。

職場の人間関係

セクハラ

パワハラ・嫌がらせ

その他

その他

総　　計

時間外労働

安全・衛生

福利厚生制度

社会保険

労働保険

その他の労働条件等

労働条件等

その他賃金

労働契約

労働時間

休日・休暇

年次有給休暇

賃金減額

退職一時金

解雇手当

休業手当

諸手当

       ・委員による出張労働相談の件数を含む。

配置転換、出向・転籍

相　談　・　助　言

実　件　数

解雇

年金（企業年金・厚生年金等）

一時金

復職

懲戒処分

退職

勤務延長、再雇用

その他経営又は人事

賃金等

賃金未払

賃金増額

紛争内容
区分

紛争内容
区分
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労 使 双 計

171 6 177

経営又は人事 43 43

ｱ 12 12

ｲ 1 1

ｳ 2 2

ｴ 2 2

ｵ 22 22

ｶ 1 1

ｷ 3 3

29 2 31

ｸ 7 7

ｹ 2 2

ｺ 4 1 5

ｻ 1 1

ｼ

ｽ 1 1 2

ｾ 3 3

ｿ 3 3

ﾀ 6 6

ﾁ 2 2

58 2 60

ﾂ 10 10

ﾃ 5 1 6

ﾄ 2 2

ﾅ 10 10

ﾆ 1 1

ﾇ 8 8

ﾈ 6 6

ﾉ

ﾊ 4 1 5

ﾋ 5 5

ﾌ 7 7

53 1 54

ﾍ 2 2

ﾎ 51 1 52

15 1 16

ﾏ 15 1 16

198 6 204

（注）・実件数は、受け付けた相談件数であり、1件の相談の中に紛争内容が複数ある場合は、それ

育児休業・介護休業

令和3年労働相談件数一覧表

        ぞれの項目に計上し、その合計を延べ件数としている。

職場の人間関係

セクハラ

パワハラ・嫌がらせ

その他

その他

総　　計

時間外労働

安全・衛生

福利厚生制度

社会保険

労働保険

その他の労働条件等

労働条件等

その他賃金

労働契約

労働時間

休日・休暇

年次有給休暇

賃金減額

退職一時金

解雇手当

休業手当

諸手当

       ・委員による出張労働相談の件数を含む。

配置転換、出向・転籍

相 談 ・ 助 言

実 件 数

解雇

年金（企業年金・厚生年金等）

一時金

復職

懲戒処分

退職

勤務延長、再雇用

その他経営又は人事

賃金等

賃金未払

賃金増額

紛争内容
区分

紛争内容
区分
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３ 労働相談

個別的労使紛争に係るあっせんの利用については、県中小企業労働相談所の

労働相談を受けていることを前提としていたが、平成22年9月から労働委員会

でも労働相談を受けることとし、労働相談からあっせんへスムーズに移行でき

るようにした。

令和3年中に受け付けた労働相談件数は177件であった。また、個別労働関係

紛争処理月間である10月に、委員による出張労働相談会を実施した。

労 使 双 計

171 6 177

経営又は人事 43 43

ｱ 12 12

ｲ 1 1

ｳ 2 2

ｴ 2 2

ｵ 22 22

ｶ 1 1

ｷ 3 3

29 2 31

ｸ 7 7

ｹ 2 2

ｺ 4 1 5

ｻ 1 1

ｼ

ｽ 1 1 2

ｾ 3 3

ｿ 3 3

ﾀ 6 6

ﾁ 2 2

58 2 60

ﾂ 10 10

ﾃ 5 1 6

ﾄ 2 2

ﾅ 10 10

ﾆ 1 1

ﾇ 8 8

ﾈ 6 6

ﾉ

ﾊ 4 1 5

ﾋ 5 5

ﾌ 7 7

53 1 54

ﾍ 2 2

ﾎ 51 1 52

15 1 16

ﾏ 15 1 16

198 6 204

（注）・実件数は、受け付けた相談件数であり、1件の相談の中に紛争内容が複数ある場合は、それ

育児休業・介護休業

令和3年労働相談件数一覧表

        ぞれの項目に計上し、その合計を延べ件数としている。

職場の人間関係

セクハラ

パワハラ・嫌がらせ

その他

その他

総　　計

時間外労働

安全・衛生

福利厚生制度

社会保険

労働保険

その他の労働条件等

労働条件等

その他賃金

労働契約

労働時間

休日・休暇

年次有給休暇

賃金減額

退職一時金

解雇手当

休業手当

諸手当

       ・委員による出張労働相談の件数を含む。

配置転換、出向・転籍

相　談　・　助　言

実　件　数

解雇

年金（企業年金・厚生年金等）

一時金

復職

懲戒処分

退職

勤務延長、再雇用

その他経営又は人事

賃金等

賃金未払

賃金増額

紛争内容
区分

紛争内容
区分
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労 使 双 計

171 6 177

経営又は人事 43 43

ｱ 12 12

ｲ 1 1

ｳ 2 2

ｴ 2 2

ｵ 22 22

ｶ 1 1

ｷ 3 3

29 2 31

ｸ 7 7

ｹ 2 2

ｺ 4 1 5

ｻ 1 1

ｼ

ｽ 1 1 2

ｾ 3 3

ｿ 3 3

ﾀ 6 6

ﾁ 2 2

58 2 60

ﾂ 10 10

ﾃ 5 1 6

ﾄ 2 2

ﾅ 10 10

ﾆ 1 1

ﾇ 8 8

ﾈ 6 6

ﾉ

ﾊ 4 1 5

ﾋ 5 5

ﾌ 7 7

53 1 54

ﾍ 2 2

ﾎ 51 1 52

15 1 16

ﾏ 15 1 16

198 6 204

（注）・実件数は、受け付けた相談件数であり、1件の相談の中に紛争内容が複数ある場合は、それ

育児休業・介護休業

令和3年労働相談件数一覧表

        ぞれの項目に計上し、その合計を延べ件数としている。

職場の人間関係

セクハラ

パワハラ・嫌がらせ

その他

その他

総　　計

時間外労働

安全・衛生

福利厚生制度

社会保険

労働保険

その他の労働条件等

労働条件等

その他賃金

労働契約

労働時間

休日・休暇

年次有給休暇

賃金減額

退職一時金

解雇手当

休業手当

諸手当

       ・委員による出張労働相談の件数を含む。

配置転換、出向・転籍

相 談 ・ 助 言

実 件 数

解雇

年金（企業年金・厚生年金等）

一時金

復職

懲戒処分

退職

勤務延長、再雇用

その他経営又は人事

賃金等

賃金未払

賃金増額

紛争内容
区分

紛争内容
区分
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№ 開催日時 場所 相談者 相談員 相談概要

1
派遣社員

女性

（公）堀内
事務局

（使）小林

〇他の派遣会社からの従業員より時給等が低い。
○派遣元に訴えてもなかなか対応してもらえない。
○有給休暇も取得したいと思うときに取得できない。

2
正社員

男性

（公）齋藤
（労）坪井
（使）浦田

〇同じ製造ラインで働く同僚からパワハラを受けた。
社長に相談したところ社長からもパワハラを受けた。
○精神科を受診し、退職に追い込まれたが、会社から
謝罪等なく納得できない。

3
正社員

男性

（公）小野
（労）宮下
（使）栗山

○直属の上司からパワハラを受けうつ病で病院に通っ
ており、休職中。
○復帰をする予定であるが、その際パワハラ行為者と
面談しなければならず、支障となっている。

4
正社員

女性

（公）赤池
（労）杉原
（使）古屋

〇求人票では月給制であったが実際は日給月給で計算
され、求人票より少ない給与となっている。
○使用者に勝手にタイムカードを押されてしまうため
残業代も支払われていない。
〇休憩時間についても契約通り取得できていない。

委員による出張労働相談会開催状況（事前予約制で実施）

R3.10.9

R3.10.10

ﾗｻﾞｳｫｰｸ
甲斐双葉

県立富士山
世界遺産ｾﾝﾀｰ
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第15章 労働委員会の活性化

ᮏጤဨࠊࡣ࡚࠸࠾ᑓ㛛ⓗ࡞ປ⣮தࡢゎỴᶵ㛵࡚ࡋ༑ศᶵ⬟ࢆⓎࠊࡋ

ᗈࡃ┴Ẹ⏝ࠊ࠺ࡼࡿࢀࡉᖹᡂ22ᖺᗘࠕࡽᒣ┴ປാጤဨάᛶࡵࡓࡢ

ࠋࡿ࠸࡚ࡵ㐍ࢆࡳ⤌ࡾྲྀࡁᇶ࡙ࢀࡇࠊࡋᐃ⟇ࢆࠖ⏬ィື⾜ࡢ

【令和３年の主な取り組み】

１ 労働委員会制度の認知度を高める方策

ۑ ປാጤဨࠕࢪ࣮࣒࣮࣌࣍ጤဨࢆࠖࡁືࡢ᪂タࠊࡋ⥲ࢺࣥ࣋ࡸẖ

ࠋࡓࡗ⾜ࢆሗⓎಙ࡞ࡿࡍ᭦᪂

ۑ ಶูປാ㛵ಀ⣮தฎ⌮ไᗘಀࡿ࿘▱᭶㛫࣮࢛ࣞࣇࣦࣥࠊࡏࢃྜ⏥

ᗓࣥࣙࢪࣅ࣮࡚ࣛࣟ࢜࠸࠾࣒࣮ࢤ࣒࣮࣍ᥖ♧ࠊࡓࡋ┴❧ᅗ᭩㤋ཬ

ࠋࡓࡗ⾜ࢆ♧ᒎࣝࢿࣃࡿࡍ⤂ࢆ➼ປാጤဨไᗘ࡚࠸࠾ᴗタၟࡧ

ۑ ᪂ᆺࢫࣝ࢘ࢼࣟࢥឤᰁࡢᙳ㡪ࡿࡼཝ࠸ࡋ㞠⏝࣭ປാ≧ἣୗࠊண⣙

ࠊࡣ࡚ࡗࡓ࠶㛤ദࠋࡓࡋ㛤ദࢆฟᙇປാ┦ㄯࠖࠕࡿࡼጤဨ࡛ࡳࡢ⪅

ࠊ࠼ຍᥖ㍕ࡢồேᗈ࿌ㄅࠊ࣮ࣃ࣮࣮࣌ࣜࣇࠊᗈሗㄅ┴ࡸసᡂࡢ࣮ࢱࢫ࣏

᪂⪺ࢺࢵ࣏ࢫ࢜ࢪࣛࡸᨺ㏦࢜ࢪࣛࠊ␒⤌ฟ₇ࢆ࣑ࢥࢫ࣐ࠊ࡞㏻ࡓࡌ๓

ࠋࡓࢀධࢆຊࡶ▱࿘ࡢ

２ 委員及び事務局職員の資質の維持・向上を図るための方策

ۑ ᭱㏆ࡢປാἲไࡸࡁືࡢ㹂㹖࡚࠸ࡘእ㒊ㅮᖌࡿࡼ◊ಟࢆᐇࡓࡋ

ಟ◊ࠊࡋㅮཷࡀጤဨィ⏬ⓗࢆಟ◊ࡓࡋ㹕㹣㹠㛤ദࡀ୰ኸປാጤဨࠊ

終ᚋཷࠊࡣㅮࡓࡋጤဨࢆࢡࢵࣂࢻ࣮ࣇࡿࡼᐇࠊ࡞ࡿࡍጤဨ㛫

ࠋࡓࡗᅗࢆሗඹ᭷ࡢ࡛

ۑ ⫋ဨࡢ⬟ຊ㛤Ⓨࠊࡵࡓࡢἲᚊッゴᑐ⟇◊ಟཷࢆ࡞ㅮࠋࡓࡋ

３ 労使紛争の未然防止のための方策

ۑ ┴❧㧗ᰯࡢ⏕ᚐࡸබ❧ᑠ୰Ꮫᰯࡢ⫋ဨࢆᑐ㇟࠸ࡓࡁ࠾࡚ࡗ▱ࠕປാἲ

ࠋࡓࡋᐇࢆฟ๓ㅮᗙ࣐࣮ࢸࢆ㆑ࠖ▱ࡢ

４ 迅速・的確な審査・調整手続きを充実させるための方策

ۑ ୧ᙜ⪅ࡢ㒔ྜ㓄៖ࡓࡋㄪᰝᮇ᪥ࢆタᐃࠊ࡞ࡿࡍᑂᰝࡢ㎿㏿ࢆᅗ

ࠋࡓࡗ

５ 個別労働紛争解決への適切な対応を促進するための方策

ۑ ᑓࡢᗇෆ┴ࠊࡵࡓࡿࡏࡉୖྥࢆᑐᛂຊࡢ⪅ປാࡿ࠼ᢪࢆㄪࣝࢱ࣓ࣥ

㛛ᶵ㛵ពぢࠊࡶࡿࡍᛂࡓࡌ㐺ษ࡞ຓゝࢆồࡿࢀࡽࡵ㐃

ᦠయไࢆᵓ⠏ࠋࡓࡋ

ۑ ᚋቑຍࡀணࡿࢀࡉእᅜேປാ⪅ᑐᛂࠊࡵࡓࡿࡍ㐃ᦠඛሗ

ࠋࡓࡋ౫㢗ࢆ㓄ᯫ㛵ಀᶵ㛵ࡋసᡂࢆࢺࢵࣞࣇከゝㄒ࣮ࣜࠊࡶ࠺⾜ࢆ

ࠋࡓࡋసᡂࢆࣝࣗࢽ࣐እᅜேᑐᛂࡓࡋ⌮ᩚࢆᑐᛂࡢົᒁࠊࡓࡲ
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1

㻿21～30 864 864 687 13 46 42 76

31～40 646 646 614 11 12 9 25 634 1 9 2

41～50 254 256 190 51 6 7 37 212 1 40 3

51～60 137 140 100 23 9 5 3 118 21 1

61～H7 86 87 66 14 5 1 2 77 9 1

8～14 58 59 45 7 6 10 52 7

15～24 56 56 51 3 2 3 50 6

25 7 7 7 1 7

26 2 2 2 2

27 6 8 6 2 6 2

28 1 3 1 1 1 1 1

29 9 10 6 2 1 2 6 1 1 2

30 3 5 2 1 2 2 1

R1 6 7 5 1 6 1

R2 2 3 2 1 1 1

R3 6 7 5 2 5 2

計 2㻘143 - 1,784 133 41 68 42 76 (86) (1,177) 㻔3㻕 (99) -

（注1）　ྜ計ḍの（　）内の数Ꮠは和31年௨㝆のྜ計件数で䛒䜛䚹
（注2）　H8～14については、⏘業分㢮ᇶ‽のኚ᭦にకい7年間で集計䛧てい䜛䚹

（資料䠍）年別・労働⤌ྜ資᱁ᑂᰝ≧ἣ

係
ᒓ
件
数

⏦ㄳ⌮⏤ ⤖ᯝ

ጤ
ဨ
᥎
⸀


当
労
働
⾜
Ⅽ

ἲ
人
Ⓩ
グ

ྲྀ
ୗ
䛢

ᡴ
ษ
䜚

த
㆟
ㄪ
ᩚ

令和3年12月31日現在

年

⿵
ṇ
່
࿌

༊
分

総
会
Ỵ
㆟

そ
の
他

⩣
年
⧞
㉺

⏦
ㄳ
件
数

㈨
᱁
䛒
䜚

㈨
᱁
䛺
䛧
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40
ྕ

㻿21～30 21 21 6 15 5 4 1 9 2

31～40 17 18 1 15 1 2 2 2 5 6

41～50 46 48 1 29 16 2 1 4 2 27 6 4

51～60 17 20 10 7 2 3 9 3

61～H7 11 12 7 4 1 2 4 3 1

8～14 5 7 3 2 1 4

15～24 2 2 1 1 1 1

25

26 2 2 2 2

27 2

28 1 3 1 1

29 2 3 2 2

30 1 3 1 1

R1 2 3 1 1 1 1

R2 1 3 1 1

R3 1 3 1 1

計 129 - 8 89 32 5 9 7 12 4 58 25 8 1

（注）　H8～14については、⏘業分㢮ᇶ‽のኚ᭦にకい7年間で集計䛧てい䜛䚹

年

ಶ
人

⏦
❧
件
数

༊
分

⏦❧人

令和3年12月31日現在

⤌
ྜ

労働⤌ྜἲ➨7条

1
・
2
・
䠐
ྕ

3
ྕ

係
ᒓ
件
数

⏦❧⌮⏤

ᪧ
労
ㄪ
ἲ
➨

（資料䠎）年別・ᙜ労働⾜Ⅽᩆ῭⏦❧件⏦❧≧ἣ

1
・
2
ྕ

1
・
3
ྕ

1
・
2
・
3
ྕ

2
・
3
ྕ

1
ྕ

ಶ
人
・
⤌
ྜ

2
ྕ
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㻿21～30 21 21 1 2 1 16 1

31～40 17 18 16 2

41～50 46 48 2 6 1 27 9 3

51～60 17 20 2 3 1 11 2 1

61～H7 11 12 4 5 1 2

8～14 5 7 1 1 5

15～24 2 2 2

25

26 2 2 2

27 2 2

28 1 3 1 1 1

29 2 3 1 2

30 1 3 1 1 1

R1 2 3 1 2

R2 1 3 1 2

R3 1 3 1 1 1

計 129 - 1 5 16 4 3 85 15 -

（注）　H8～14については、⏘業分㢮ᇶ‽のኚ᭦にకい7年間で集計䛧てい䜛䚹

（資料䠏）年別・ᙜ労働⾜Ⅽᩆ῭⏦❧件⤊⤖≧ἣ

令和3年12月31日現在

令・Ỵᐃ

和
解

ྲྀ
ୗ
䛢

一
㒊
ᩆ
῭

Რ
༷

༷
ୗ

処
⨩
ㄳ
ồ

ᩆ
῭

⤊⤖≧ἣ

⧞
㉺
䛧

༊
分

⏦
❧
件
数

係
ᒓ
件
数

年
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S21 31 41 51 61 8
䫻䫻䫻䫻䫻䫻

30 40 50 60 H7 14

1 1

4 1 5

6 1 7

2 1 3

2 2

1 1

1 2 3

3 2 5

8 1 9

1 1 1 2 1 6

3 4 2 9

1 18 5 4 28

2 1 1 2 6

2 2 4

2 4 1 1 8

2 3 5

3 3 5 3 14

1 1

21 17 46 17 11 5 117

（注） H8～14については、⏘業分㢮ᇶ‽のኚ᭦にకい7年間で集計䛧てい䜛䚹

そ の 他 䝃 䞊 䝡 䝇

䝃
䩻

䝡
䝇
業

（資料䠐）年別⏘ᴗ別・ᙜ労働⾜Ⅽᩆ῭⏦❧件⏦❧件数

ᮌᮦ、ᮌ〇ရ、ᐙලഛရ〇㐀業

⧄⥔ᕤ業・⧄⥔〇ရ〇㐀業

ᶵ Ე ჾ ල 〇 㐀 業

計
年

ᘓ タ 業

㖔 業

㎰ 業 ・ ᯘ 業 ・ ⁺ 業

⏘業ู

〇

㐀

業

㣗 ᩱ ရ 〇 㐀 業

計

そ の 他 〇 㐀 業

金 ⼥ 、 保 険 、  ື ⏘ 業

そ の 他

බ 務

་ ⒪ 業

ᩍ 育

༺  業 、 ᑠ  業

㐠 ㍺ ㏻ ಙ 業

㟁 Ẽ 、 䜺 䝇 、 Ỉ 㐨 業

パ䝹䝥、⣬、⣬ຍᕤရ〇㐀業

出 ∧ 、 ༳ ๅ 、 ྠ 関 㐃 ⏘ 業

❔ 業 、 ᅵ ▼ 〇 ရ 〇 㐀 業

 Ꮫ ᕤ 業

金 ᒓ 〇 ရ 〇 㐀 業
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15
䫻

24

1 1

1 1 1 3

2 1 1 1 5

1 1 1 3

2 0 2 0 1 2 1 2 1 1 12

（注） ᖹᡂ15年௨㝆は᪂⏘業分㢮ᇶ‽に䜘䜛分㢮

❔ 業 、 ᅵ ▼ 〇 ရ 〇 㐀 業

3026

 Ꮫ ᕤ 業

⧄⥔ᕤ業・⧄⥔〇ရ〇㐀業

ᘓ タ 業

25

㣗 ᩱ ရ 〇 㐀 業

29

 ሗ ㏻ ಙ 業

㟁Ẽ、䜺䝇、⇕౪給、Ỉ㐨業

R1

パ䝹䝥、⣬、⣬ຍᕤရ〇㐀業

㖔 業

年

㎰ 業 ・ ᯘ 業 ・ ⁺ 業

⏘業ู

〇

㐀

業

༳ ๅ 、 ྠ 関 㐃 ⏘ 業

金 ⼥ 、 保 険 、  ື ⏘ 業

་ ⒪ 、 福 ♴

༺  業 、 ᑠ  業

金 ᒓ 〇 ရ 〇 㐀 業

令和3年12月31日現在

計28

ᮌᮦ、ᮌ〇ရ、ᐙලഛရ〇㐀業

27 R2 R3

計

そ の 他 〇 㐀 業

ᶵ Ე ჾ ල 〇 㐀 業

そ の 他

㐠 ㍺ 業

ᩍ 育 、 Ꮫ ⩦ ᨭ  業

බ 務

㣧 㣗 ᗑ 、 ᐟ Ἡ 業

䝃䞊䝡䝇業、」ྜ䝃䞊䝡䝇業
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S21 31 41 51 61 8
䫻䫻䫻䫻䫻䫻

30 40 50 60 H7 14

1 1

4 1 5

6 1 7

2 1 3

2 2

1 1

1 2 3

3 2 5

8 1 9

1 1 1 2 1 6

3 4 2 9

1 18 5 4 28

2 1 1 2 6

2 2 4

2 4 1 1 8

2 3 5

3 3 5 3 14

1 1

21 17 46 17 11 5 117

（注） H8～14については、⏘業分㢮ᇶ‽のኚ᭦にకい7年間で集計䛧てい䜛䚹

そ の 他 䝃 䞊 䝡 䝇

䝃
䩻

䝡
䝇
業

（資料䠐）年別⏘ᴗ別・ᙜ労働⾜Ⅽᩆ῭⏦❧件⏦❧件数

ᮌᮦ、ᮌ〇ရ、ᐙලഛရ〇㐀業

⧄⥔ᕤ業・⧄⥔〇ရ〇㐀業

ᶵ Ე ჾ ල 〇 㐀 業

計
年

ᘓ タ 業

㖔 業

㎰ 業 ・ ᯘ 業 ・ ⁺ 業

⏘業ู

〇

㐀

業

㣗 ᩱ ရ 〇 㐀 業

計

そ の 他 〇 㐀 業

金 ⼥ 、 保 険 、  ື ⏘ 業

そ の 他

බ 務

་ ⒪ 業

ᩍ 育

༺  業 、 ᑠ  業

㐠 ㍺ ㏻ ಙ 業

㟁 Ẽ 、 䜺 䝇 、 Ỉ 㐨 業

パ䝹䝥、⣬、⣬ຍᕤရ〇㐀業

出 ∧ 、 ༳ ๅ 、 ྠ 関 㐃 ⏘ 業

❔ 業 、 ᅵ ▼ 〇 ရ 〇 㐀 業

 Ꮫ ᕤ 業

金 ᒓ 〇 ရ 〇 㐀 業
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S21 31 41 51 61 8 15
～ ～ ～ ～ ～ ～ ～
30 40 50 60 H7 14 24

169 155 202 126 37 12 23 1 1 1 1 1 2 731

賃金増額 26 54 53 45 7 1 2 188

一時金 2 37 49 37 12 3 5 145

諸手当 4 1 2 1 8

その他賃金関係 16 5 3 3 2 3 1 33

退職一時金、年金 35 13 7 1 2 5 1 64

解雇手当休業手当 26 2 1 29

労働時間 10 2 12

休日、休暇 1 1

స業᪉ἲのኚ᭦

ᐃ年制 1 1 2

その他労働条件 4 11 11 4 1 1 32

事業休ᗫṆ᧯▷ 6 3 1 10

企業ྜే

人ဨᩚ⌮

配置転換 2 3 1 2 8

解雇・雇Ṇ䜑 20 10 19 9 4 3 11 1 1 78

その他経営人事 1 1 3 5

福利厚生

団交ಁ㐍 4 10 43 21 2 5 8 1 1 1 96

事件༠㆟制

2 1 1 2 6

17 6 1 24

7 4 2 1 2 1 17

169 155 202 126 37 21 39 1 2 1 2 1 2 䠉

（注1） ᖹᡂ7年までは1事件についてせ䛺ㄪᩚ事㡯䜢1事㡯の䜏グ㍕䛧てい䜛䚹ᖹᡂ8年䛛らは⏦ㄳの
䛒䛳䛯全てのㄪᩚ事㡯䜢グ㍕䛧てい䜛䚹
（注2） H8～14については、⏘業分㢮ᇶ‽のኚ᭦にకい7年間で集計䛧てい䜛䚹

（資料䠑）年別・ㄪᩚ件⏦ㄳ≧ἣ

年
25 26 27 R2

ㄪᩚ事㡯
29

計

（⏦ㄳ件数）

賃

金

制

給

௨
外
の
労
働
条
件

経

営

又

は

人

事

༠約⥾⤖等

⤌ྜᢎㄆάື

計28 R3

令和3年12月31日現在

その他

R130
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6䠊➨１❶　労働ጤဨ会のᴫせ

S21 31 41 51 61 8 15
䫻䫻䫻䫻䫻䫻䫻

30 40 50 60 H7 14 24

䛒䛳せ䜣に䛚䛡䜛開始 1 1

ㄪに䛚䛡䜛ྲྀୗ䛢່࿌

௰に䛚䛡䜛ྲྀୗ䛢່࿌

ྲྀୗ䛢 5 10 14 6 1 1 37

⛣⟶

13 11 13 13 5 3 3 61

3 3

22 36 56 45 9 4 11 1 1 1 1 1 188

5 5

114 91 119 62 21 6 7 1 1 422

8 3 1 12

ᐃ

1 1 2

⛣⟶

154 148 202 126 36 13 23 1 1 1 1 1 1 1 709

14 7 1 22

1 1 1 1

（注1） ୖẁ䠉䛒䛳せ䜣　　ୗẁ䠉ㄪ
（注2） H8～14については、⏘業分㢮ᇶ‽のኚ᭦にకい7年間で集計䛧てい䜛䚹

（資料䠒）年別・ㄪᩚ件⤊⤖≧ἣ

25 3029

ᣦ

ྡ

๓

28 R1

解Ỵ

ㄪ

ྜ計26 R3

計

令和3年12月31日現在

⩣年の⧞㉺䛧

ᣦ

ྡ

ᚋ

ྲྀୗ䛢

ᡴษ䜚

27 R2
終結
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S21 31 41 51 61 8
䫻䫻䫻䫻䫻䫻

30 40 50 60 H7 14

4 4

6 1 7

5 1 1 7

16 4 2 22

42 58 38 6 4 1 149

24 5 5 1 35

5 2 7

2 2 5 2 11

1 3 2 6

6 2 3 27 6 44

8 1 3 12

9 15 25 17 6 72

8 7 4 1 20

1 1 2

5 30 82 51 8 1 177

2 7 13 2 1 1 26

4 6 10

1 10 3 1 1 16

1 7 10 1 1 20

9 1 5 11 8 5 39

12 1 1 14

1 1

169 155 202 126 37 12 701

（注） H8～14については、⏘業分㢮ᇶ‽のኚ᭦にకい7年間で集計䛧てい䜛䚹

（資料䠓）年別⏘ᴗ別・ㄪᩚ件⏦ㄳ件数

出 ∧ 、 ༳ ๅ 、 ྠ 関 㐃 ⏘ 業

❔ 業 、 ᅵ ▼ 〇 ရ 〇 㐀 業

計

ᘓ タ 業

㖔 業

㎰ 業 ・ ᯘ 業 ・ ⁺ 業

金 ⼥ 、 保 険 、  ື ⏘ 業

そ の 他

බ 務

་ ⒪ 業

ᩍ 育

そ の 他 䝃 䞊 䝡 䝇

䝃
䩻

䝡
䝇
業

金 ᒓ 〇 ရ 〇 㐀 業

計

ᮌᮦ、ᮌ〇ရ、ᐙලഛရ〇㐀業

⧄⥔ᕤ業・⧄⥔〇ရ〇㐀業

 Ꮫ ᕤ 業

年

⏘業ู

パ䝹䝥、⣬、⣬ຍᕤရ〇㐀

業

༺  業 、 ᑠ  業

㐠 ㍺ ㏻ ಙ 業

㟁 Ẽ 、 䜺 䝇 、 Ỉ 㐨 業

ᶵ Ე ჾ ල 〇 㐀 業

そ の 他 〇 㐀 業

〇

㐀

業

㣗 ᩱ ရ 〇 㐀 業
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H15
䫻

24

1 1

1 1

5 5

5 5

3 1 1 5

1 1 1 3

6 1 1 8

2 2

23 1 1 1 1 1 2 30

（注） ᖹᡂ15年௨㝆は᪂⏘業分㢮ᇶ‽に䜘䜛分㢮

බ 務

༺  業 、 ᑠ  業

䝃䞊䝡䝇業、」ྜ䝃䞊䝡䝇業

㖔 業

金 ᒓ 〇 ရ 〇 㐀 業

㣗 ᩱ ရ 〇 㐀 業

㣧 㣗 ᗑ 、 ᐟ Ἡ 業

་ ⒪ 、 福 ♴

ᘓ タ 業

ᩍ 育 、 Ꮫ ⩦ ᨭ  業

計

そ の 他 〇 㐀 業

ᶵ Ე ჾ ල 〇 㐀 業

そ の 他

〇

㐀

業

ᮌᮦ、ᮌ〇ရ、ᐙලഛရ〇㐀業

❔ 業 、 ᅵ ▼ 〇 ရ 〇 㐀 業

 Ꮫ ᕤ 業

 ሗ ㏻ ಙ 業

㐠 ㍺ 業 ・ 㒑 ౽ 業

金 ⼥ 、 保 険 、  ື ⏘ 業

2625

㟁Ẽ、䜺䝇、⇕౪給、Ỉ㐨業

㎰ 業 ・ ᯘ 業 ・ ⁺ 業

⏘業ู

⧄⥔ᕤ業・⧄⥔〇ရ〇㐀業

パ䝹䝥、⣬、⣬ຍᕤရ〇㐀業

༳ ๅ 、 ྠ 関 㐃 ⏘ 業

2927 28

令和3年12月31日現在

年
計30 R1 R2 R3
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S21 31 41 51 61 8
䫻䫻䫻䫻䫻䫻

30 40 50 60 H7 14

4 4

6 1 7

5 1 1 7

16 4 2 22

42 58 38 6 4 1 149

24 5 5 1 35

5 2 7

2 2 5 2 11

1 3 2 6

6 2 3 27 6 44

8 1 3 12

9 15 25 17 6 72

8 7 4 1 20

1 1 2

5 30 82 51 8 1 177

2 7 13 2 1 1 26

4 6 10

1 10 3 1 1 16

1 7 10 1 1 20

9 1 5 11 8 5 39

12 1 1 14

1 1

169 155 202 126 37 12 701

（注） H8～14については、⏘業分㢮ᇶ‽のኚ᭦にకい7年間で集計䛧てい䜛䚹

（資料䠓）年別⏘ᴗ別・ㄪᩚ件⏦ㄳ件数

出 ∧ 、 ༳ ๅ 、 ྠ 関 㐃 ⏘ 業

❔ 業 、 ᅵ ▼ 〇 ရ 〇 㐀 業

計

ᘓ タ 業

㖔 業

㎰ 業 ・ ᯘ 業 ・ ⁺ 業

金 ⼥ 、 保 険 、  ື ⏘ 業

そ の 他

බ 務

་ ⒪ 業

ᩍ 育

そ の 他 䝃 䞊 䝡 䝇

䝃
䩻

䝡
䝇
業

金 ᒓ 〇 ရ 〇 㐀 業

計

ᮌᮦ、ᮌ〇ရ、ᐙලഛရ〇㐀業

⧄⥔ᕤ業・⧄⥔〇ရ〇㐀業

 Ꮫ ᕤ 業

年

⏘業ู

パ䝹䝥、⣬、⣬ຍᕤရ〇㐀

業

༺  業 、 ᑠ  業

㐠 ㍺ ㏻ ಙ 業

㟁 Ẽ 、 䜺 䝇 、 Ỉ 㐨 業

ᶵ Ე ჾ ල 〇 㐀 業

そ の 他 〇 㐀 業

〇

㐀

業

㣗 ᩱ ရ 〇 㐀 業
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年 13
～

༊分 17

3 2 1 1 1 4 7 4 1 5 9 3 1 4 3 2 7 58

3 2 2 1 1 4 7 4 3 5 10 3 1 4 4 3 7 -

解Ỵ 1 1 1 1 1 1 3 2 2 1 3 1 1 2 3 24

ྲྀୗ䛢 1 1 2 1 2 1 1 9

ᡴษ䜚 2 3 3 1 1 7 1 1 19

開始 1 1 1 3 6

ᘓタ業 1 1 1 1 1 5

ᐟἩ業 1 1

ᑓ㛛䝃䞊䝡䝇業 1 1 1 1 2 1 1 8

㎰業䠈ᯘ業 1 1 2

」ྜ䝃䞊䝡䝇業 1 2 5 1 1 10

㐨㊰᪑ᐈ㐠㏦業 1 1 2

༺業䠈ᑠ業 1 1 1 1 1 1 6

་⒪䠈福♴ 1 1 1 1 1 1 1 7

〇㐀業 1 2 1 1 1 1 1 1 9

その他 1 2 3 2 1 9

賃金 1 1 1 4 1 7 2 1 18

一時金・退職金 2 2 1 2 1 1 9

解雇、雇Ṇ䜑 2 1 1 1 1 3 1 2 6 1 1 20

配置転換 1 1 1 1 1 5

その他 1 2 5 4 4 2 3 1 2 1 3 3 2 3 36

（注） 1事件につき」数の䛒䛳せ䜣事㡯が䛒䜛場ྜが䛒䜛䚹

（資料䠔）年別・ಶ別䛒䛳䛫䜣件⏦ㄳ・⤊⤖≧ἣ

令和3年12月31日現在

ྜ計23 R3R2R12927 30

䛒

っ
せ
䜣
事
㡯

᪂つ⏦ㄳ

係ᒓ件数

処
⌮
≧
ἣ

25 26 2819 2018

⏘

業

ู

2221 24
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令和３年１２月３１日現在

H22 23 24 25 26 27 28 29 30 R1 R2 R3

65 144 127 137 117 82 105 108 206 197 178 177

16 48 54 36 33 21 39 38 70 53 51 43

ｱ 7 27 35 20 19 6 12 15 23 14 22 12

ｲ 0 4 2 1 3 1 3 5 3 3 3 1

ｳ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 2

ｴ 3 4 4 1 0 0 2 2 1 4 3 2

ｵ 5 11 12 9 8 10 20 10 29 26 16 22

ｶ 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1

ｷ 0 2 0 5 3 4 1 6 13 4 4 3

19 59 30 48 34 34 41 17 42 40 33 31

ｸ 6 27 20 37 23 14 18 9 22 11 13 7

ｹ 0 0 1 1 2 0 1 1 0 1 1 2

ｺ 4 7 1 4 1 4 7 3 6 8 1 5

ｻ 1 0 2 0 0 2 1 0 1 1 1 1

ｼ 4 6 5 5 5 2 4 1 5 6 3 0

ｽ 1 3 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2

ｾ 0 2 0 0 0 0 5 1 1 3 10 3

ｿ 0 4 1 0 0 4 1 2 3 0 0 3

ﾀ 2 10 0 0 3 7 4 0 3 10 3 6

ﾁ 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2

19 27 35 44 30 19 20 40 55 62 53 60

ﾂ 3 8 7 11 8 7 2 5 3 12 9 10

ﾃ 2 6 2 10 4 3 3 5 12 11 5 6

ﾄ 3 1 2 3 1 3 2 5 4 4 5 2

ﾅ 3 3 7 6 4 2 2 7 13 11 13 10

ﾆ 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1

ﾇ 3 0 1 1 0 0 1 0 3 1 4 8

ﾈ 2 1 2 0 2 1 2 1 0 5 2 6

ﾉ 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0

ﾊ 1 1 6 5 4 1 2 4 7 4 2 5

ﾋ 2 4 7 4 7 0 4 6 7 12 6 5

ﾌ 0 2 0 3 0 1 2 7 5 1 6 7

11 13 20 19 22 9 15 16 40 48 43 54

ﾍ 0 1 4 2 4 0 0 0 4 5 5 2

ﾎ 11 12 16 17 18 9 15 16 36 43 38 52

16 24 19 15 14 18 15 16 27 26 19 16

ﾏ 16 24 19 15 14 18 15 16 27 26 19 16

81 171 158 162 133 101 130 127 234 229 199 204

（注） H22については、相談開始年につき、9月～12月までの集計

　（資料９）年別・労働相談取扱件数

実　件　数

経営又は人事

解雇

配置転換、出向・転籍

復職

懲戒処分

退職

勤務延長、再雇用

その他経営又は人事

賃金等

賃金未払

賃金増額

賃金減額

一時金

退職一時金

解雇手当

休業手当

諸手当

その他賃金

年金（企業年金・厚生年金等）

労働条件等

労働契約

労働時間

休日・休暇

年次有給休暇

育児休業・介護休業

時間外労働

安全・衛生

パワハラ・嫌がらせ

その他

その他

総　　計

福利厚生制度

社会保険

労働保険

その他の労働条件等（団体交渉等）

職場の人間関係

セクハラ

相談内容
年
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